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「
も
し
も
我
々
が
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
、
第
一
線
の
役
割
り
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
カ
テ
ド
ラ
ル
の
建
設
は
決
し
て

理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
・
司
教
は
か
が
や
き
、

E
つ
場
面
か
ら
消
え
て
行
く
星
で
あ
る
。

一
方
カ
テ
ド
ラ
ル
の
工
事
は
、
世
代
か
ら

事世
会代
でへ
あと
るT受
L二｝つ

が
れ
て
行
く

こ
れ
は
誰
の
お
か
げ
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
カ
テ
ド
ラ
ル
を
見
守
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
れ
こ
そ
司
教
座
聖
堂
参

2
5－
邑
は
、
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
に
関
し
て
絶
え
ず
強
調
さ
れ
る
大
司
教
や
司
教
遥
の
功
績
以
上
に
、
少
く
と
も
そ
の
一
貫
し
た
工
事
遂
行

の
事
実
の
蔭
に
働
く
一
貫
し
た
意
志
の
担
い
手
を
、
右
の
よ
う
な
言
葉
で
司
教
感
聖
堂
参
事
会
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
司
教
の
栄

光
の
か
げ
に
か
く
れ
て
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
の
存
在
の
名
誉
恢
復
の
試
み
と
も
云
え
勺
我
々
の
目
か
ら
見
て
も
、
半
世
紀
以
上
に
わ

た
る
工
事
の
全
体
に
、

一
司
教
の
意
志
の
み
が
貫
く
事
は
不
可
能
に
思
え
る
し
、
叉
工
事
遂
行
上
の
繁
雑
を
極
め
る
諸
事
務
を
、
司
教
が
直
接

に
つ
か
さ
ど
る
事
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
、
立
案
、
設
計
、
現
場
等
を
直
接
監
督
し
て
い
た
一
団
の
存
在
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら

こ
の
司
教
仲
間
聖
堂
参
事
会
は
、
差
当
り
最
も
適
応
性
巻
も
つ
も
の
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
章
で
は
、
先
ず

な
い
。
そ
の
際
に
は
、

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
弓
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）
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ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
〈
森
）

乙
の
容
在
の
性
格
構
成
の
解
明
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
上
記
の
如
、
き
の
自
好
色
が
下
し
た
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
役
割
り
の
推
定
の
当
否
を
検

討
す
る
事
を
始
め
た
い
と
思
う
。

七
六

宮
四
件
闘
の
司
教
の

rsrぬ
gm
（
2
M
l示
。
）
に
よ
っ
て
ま
ず
規
制
さ
れ
、

つ
い
で
〉
宵
l－白
lnr呂
町
ロ
刊
の
公
会
議
（
∞
－
ご
に
お
い
て
そ

の
一
般
的
な

5
m己
同
を
与
え
ら
れ
た

g
ロ
O
Z己
（
岳
同
ロ
o
E
g）
の
集
団

S
1
E
E
B
（nr者
一
広
同
四
）
は
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
多
岐
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
後
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
も
、
特
に
十
一
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
教
会
改
革
と
の
関
聯
に
お
い
て
、
極
め
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
。
従
っ
て
此
処
で
は
、
乙
の
集
団
が
、
少
く
と
も
上
記
諸
規
範
が
作
製
さ
れ
た
時
期
か
ら
教
会
改
革
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
、
カ
テ

ド
ラ
ル
に
お
け
る
典
礼
執
行
の
継
続
維
持
を
主
目
的
と
し
て
い
た
事
、
更
に
｜
！
こ
の
点
が
こ
の
存
在
の
性
格
の
把
握
を
い
ち
じ
る
し
く
困
難

に
す
る
の
で
あ
る
が
｜
｜
修
道
的
目
的
を
も
同
時
に
も
っ
て
、
原
則
的
に
は
カ
テ
ド
ラ
ル
に
附
属
し
て
い
る
口
－

2
2
5
（n
F宙
開
）
内
の
共
住

に
属
し
て
い
た
教
会
財
産
の
一
部
が
、

g
g
g
gロ
o
E
n
p
gロ
o
E
S
叉
は
同
】
B
o
r
s
E
の
名
の
下
に
賦
与
さ
れ
て
い
た
事
を
記
す
に
と
ど
め
、
以
下
回
同
町
即
日
∞
を
中
心
と
し
て
、

生
活
を
営
ん
で
い
た
事
、

最
後
に
こ
の
共
住
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、

本
来
は

av山田口
O
切回仲
Z
m

そ
の
構
成
・
機
能
等
に
つ
き
、
具
体
的
な
考
察
を
行
い
た
い
。

乙
の
場
合
に
、

我
々
に
先
ず
出
発
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
は
、

河
内
山
町
出
回
大
司
教
巴
v
ぎ

の

HE－g
z
g
（
S
B同∞
u
u
噌）

【

5
）

で
あ
る
。

乙
の
史
料
は
、
先
に
の
べ
た
〉
ぽ
l】白
lnr者向－－
m
の
お
関
口
F
か
ら
、
時
間
的
に
ほ
と
ん
ど
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
か
ら
、

ζ

の

B
m三
回
の
原

則
の
河
内
－
B
m
に
お
け
る
具
体
佑
の
試
み
を
示
す
も
の
と
前
提
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の

H
E
E－－
c
g
は
「
列
企
包
回
教
会
ノ
職
務
ニ

ツ
イ
テ
」
（
口
町
宮

g
u
g片山田

m
m
H
5
5
E旨
（
切
な
）
開
口
門
戸
叩
曲
目
白
白
）

そ
の
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
職
務
を
分
担
す
る
官
忠
吉
田
町
g
w
R
n
r
E
E
g
i

ロ
E
w
n
r
o門
町
立
回
円
。
吉
田

w
m匂

F
由

8MM5
の
各
役
職
ご
と
に
記
述
し
て
い
る
。

「司
5
8
2
x
g
ハ
〔
教
会
ノ
〕
内
外
ヲ
ト
ワ
ズ

2
5
ヲ
担
当
セ
ネ
パ
ナ
ラ
ナ
イ
。
外
的
ニ
ハ
〔
教
会
ニ
属
ス
ル
〕
諸
事
物
ト
従
属
民

（同白
E
F－－白）

ヲ
保
護
シ
、
且
ソ
レ
ラ
ヲ
神
一
一
シ
タ
ガ
ツ
テ
、
熱
心
ニ
、
敬
度
ニ
、
好
意
ヲ
モ
ツ
テ
管
理
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

シ
カ
シ
テ
ソ
レ
ラ



ハ
、
ス
ベ
テ
ノ
給
養
ノ
努
力
、
農
地
・
葡
萄
園
・
森
林
及
ピ
「
日
宮
田

一
オ
ケ
ル
労
働
ノ
、
ス
ベ
テ
ノ
有
利
ナ
方
法
、
各
種
購
入
ニ
対
ス
ル

事
前
ノ
管
理
ニ
存
ス
ル
。
更
ニ
建
築
ノ
質
或
ハ
量
ニ
ツ
イ
テ
ノ
必
要
ハ
モ
ソ
ノ
職
務
デ
ア
ル
U
。
叉
彼
ノ
内
的
ナ
酎
慮
ハ
、

明
カ
ニ
兄
弟
タ

チ
（
司
教
賊
聖
堂
参
事
会
員
）
ニ
タ
イ
ス
ル
共
有
〔
物
U

ノ
配
分
（
缶
四
宮

E
E
o
h
E
E
M
g
宮
E
－
g）
デ
ア
ラ
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ
。

食
ウ
モ
ノ

ニ
ツ
キ
、
飲
ム
モ
ノ
ニ
ツ
キ
、
或
ハ
神
的
ナ
敬
鹿
ノ
司
サ
ド
ル
ス
ベ
テ
ノ
身
体
ノ
助
ケ
ニ
オ
イ
テ
、
或
ハ
ソ
ノ
働
キ
ノ
熱
意
ヲ
通
ジ
テ
、
或

ハ
信
徒
ノ
奉
献
ニ
ツ
イ
テ
、

更
ニ
叉
共
通
ノ
管
理
〔
ニ
属
ス
ベ
キ
〕
財
産
へ
ノ
贈
与
ニ
ツ
イ
テ
、

〔
コ
レ
ラ
ハ
U

誠
意
ヲ
モ
ツ
テ
処
理
サ
レ

ル
ベ
キ
デ
ア
ル
。

更
ニ
病
時
又
ハ
健
康
時
ニ
オ
ケ
ル
、
円
兄
弟
タ
チ
ノ
U

多
岐
ニ
ワ
タ
ル
個
々
ノ
必
要
事
ニ
対
ス
ル
他
ノ
不
可
欠
ナ
配
分

ガ
、
同
様
ノ
重
要
度
ヲ
モ
ツ
テ
彼
ニ
属
ス
ル
。
更
ニ
コ
レ
ラ
ニ
続
イ
テ
、
兄
弟
タ
チ
ノ
身
体
並
ピ
ニ
精
神
ニ
ゾ
ク
ス
ル
ス
ベ
テ
ノ
配
慮
ガ
絶

エ
ズ
行
ワ
レ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
。
第
一
ニ
身
体
的
円
配
慮
U

ト
ハ
、

n－2
2
E
ニ
オ
ケ
ル
〔
ソ
レ
デ
可
食
堂
（
同
丘
四
n
g江戸旨）

ニ
オ
イ
テ

モ
、
寝
処
（
仏

0
5
5
E
B）
ニ
オ
イ
テ
モ
、

貯
蔵
庫
（
2
－－
R
E
B）

ニ
オ
イ
テ
モ
、

調
理
場
（

g
a
E
E）
一
オ
イ
テ
モ
、
或
ハ
各
個
ノ

住
居
ノ
必
要
品
ャ
、

ハ
タ
叉
ス
ベ
テ
ノ
小
器
具
ニ
モ
、
戸
彼
ノ
配
慮
ガ
行
ワ
レ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
。
U

精
神
的
ハ
ニ
U
、
真
ノ
宗
教
ノ
僕
（
吉
宮
』

F
m
H
m
w
H）
 

ノ、、

昼
佼
ヲ
問
ワ
ズ
、
宗
務
日
課
ノ
時
間
ニ
分
ツ
テ
（

n
g
g
E回
目
白
邑
ま
宮
吉
江
田
）
、
聖
務
（

E
R
g
sロ
4maEO）
ヲ
行
ワ

〔
シ
メ
〕
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ナ
イ
。
軽
イ
ア
ヤ
マ
チ
ニ
ヨ
ツ
テ
動
力
サ
レ
タ
ト
認
メ
ラ
レ
ル
習
俗
ニ
対
ス
ル
懲
罰
ヲ
ハ
行
ウ
コ
ト
。
即
チ
）
秘

密
ノ
場
処
ト
時
間
ニ
オ
ケ
ル
ム
ナ
シ
イ
会
話
ヲ
、

ソ
ノ
全
キ
厳
格
サ
ニ
オ
イ
テ
排
除
ス
ル
コ
ト
。

n
回目V

－E
－
ロ
旨
ニ
オ
イ
テ
、
全
員
ニ
ヨ
り
公

ケ
ニ
認
メ
ラ
レ
タ
ス
ベ
テ
ノ
罪
宮
町
mzm叩
ロ
巳
同
）
ヲ
、

ス
ベ
テ
ノ
兄
弟
タ
チ
ノ
裁
判
ヲ
通
ジ
テ
（
O
Bロ
E
S
叶
え

E
B
Y岳巳。）、

下
記
ノ

三
方
法
ニ
ヨ
り
罰
ス
ベ
キ
コ
ト
。
即
チ
或
ハ
投
獄
、
或
ハ

B
8
8
カ
ラ
ノ
隔
離
、

モ
シ
ク
ハ
様
々
ノ
種
類
ノ
鞭
打
。

シ
カ
シ
テ
彼
ラ
ノ
何

人
ト
イ
エ
ド
モ
、
地
位
ノ
高
低
ヲ
間
ワ
ズ
、
彼
〔
U
5
4
0
m
x
g
U
ノ
承
認
ト
許
可
ナ
ク
シ
テ
ハ
、

一
日
夕
り
ト
モ
ソ
ノ
場
ニ
オ
ケ
ル
ソ
ノ
職

務
カ
ラ
離
レ
ル
コ
ト
ガ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
、

ソ
ノ
最
モ
慎
重
ナ
ル
留
意
ノ
下
－
一
、

彼
〔
℃

g
a
g－Z
白
ノ
下
U

ニ
配
属
サ
レ
タ
ル

rns－
ガ
、

〔
彼
ラ
ヲ
U

監
視
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

コ
テ
ィ
ッ
ク
有
奥
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

4二
七



コ
テ
イ
コ
ク
内
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

七
八

〉同
n
r
5
R
B
E
ノ
職
務

（。
R
K
E
B）

ハ
、
教
会
ノ
位
階
ヲ
、

年
令
功
績
ヲ
慎
重
ニ
考
量
シ
テ
秩
序
ズ
ケ
ル
ニ
ア
ル
。

時
々
刻
々
、

当
該
全
地
方
ノ
各
聖
務
ヲ
ソ
レ
ゾ
レ
ノ
名
ニ
割
当
テ
、
或
ハ
功
績
ヲ
克
明
ニ
証
明
シ
、
且
聖
霊
ノ
思
寵
ヲ
、
各
自
ニ
見
出
シ
テ
コ
レ
ヲ
助
ケ

Jレ。

ス
ベ
テ
ノ
神
ノ
聖
務
ニ
オ
イ
テ
、

聖
ナ
ル
神
ノ
教
会
ノ
忠
実
ナ
ル
下
級
聖
職
者
タ
チ
ヲ
教
エ
導
ク
ヨ
ウ
努
メ
ル
。

ス
ベ
－
ア
ノ
、

叉

同
市
ユ
白
ノ
祝
祭
ヲ
、
更
－
一
年
間
ヲ
通
ジ
テ
ノ
聖
務
ヲ
聖
歌
ト
読
調
ト
ヲ
モ
ツ
テ
ハ
守
り
U
、
タ
ダ
ニ
文
字
〔
ノ
知
識
〕
ヲ
正
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

精
神
的
ナ
知
識
ヲ
モ

g同
V

－E
－ロ
B
ノ
全
聖
職
者
ニ
伝
エ
ル
。

自
由
人
（

5
3）
ノ
自
由
（

5
2
8）
ヲ
証
人
ニ
ヨ
ツ
テ
証
明
シ
、
他
ノ

8
2－
ノ
ハ
自
由
ヲ
、
彼
ラ
ガ
U

ソ
ノ
意
志
デ
、
ソ
ノ
身
分
ニ
帰
ル
ベ
ク
、
排
除
ス
ル
。
シ
カ
シ
テ
教
会
内
政
（
唱
。
℃
門
戸
田
町

nn－g
－g昨
日

g
）
ーー

オ
イ
テ
従
属
民
（
F
5
5
S
ヲ
自
由
タ
ラ
シ
メ
、
且
外
来
民
ヲ
排
除
ス
ル
権
限

Q
2
2
E田）

ヲ
有
シ
テ
イ
ル
。

読
請
ノ
叉
ハ
ソ
ノ
位
階
ノ

職
務
ノ
怠
慢
ニ
対
シ
テ
、
円
ソ
レ
ヲ
犯
シ
タ
モ
ノ
ハ
U

岳

R
g
g
ニ
ヨ
ツ
テ
、

微
罪
ニ
イ
タ
ル
マ
デ
（
ロ
Z
S
包
古
F
E
S）
破
門
ニ
処

セ
日
フ
ル
ベ
シ
。

シ
カ
シ
テ
若
者
タ
チ
〔
ガ
罪
ヲ
犯
シ
タ
場
合
ニ
U

カ
カ
ル
過
チ
ニ
対
シ
テ
ハ
、

ハ
彼
ラ
ヲ
U

鞭
打
ニ
ヨ
リ
矯
正
ス
ベ
シ
。

更

ニ
祝
日
毎
ニ
、
奨
励
ノ
言
葉
ヲ
官
官
－
5
ニ
対
シ
テ
準
備
シ

E
語
り
、
カ
ク
テ
ス
ベ
テ
。
丘
O

ニ
ヨ
り
、
相
応
シ
ク
、
最
モ
輩
固
ナ
ル
熱
意

ヲ
モ
ツ
テ
、
聖
職
者
へ
ノ
聖
別
（

n
gお
ngto
胃

g
S
B
H
C
一
イ
タ
ル
マ
デ
、

ハ
彼
ラ
若
者
タ
チ
ヲ
U

真
ノ
宗
教
へ
ト
導
ク
ベ
シ
。

更

主
ノ
荘
厳
視
日
ニ
ハ
、
獄
舎
ニ
ア
ル
都
市
（
丘
三
仲
間
切
）

ノ
公
ノ
捕
ワ
レ
人
ノ
世
話
（

n
R同）

ヲ
ナ
ス
ベ
シ
。
即
チ
〔
主
ノ
荘
厳
祝
日
ト
ハ
）

・
（
中
略
）
・
・
・
・
。
同
様
－
一
主
ノ
昇
天
〔
祝
日
〕
ト
五
旬
節
ニ
ハ
、

ス
ベ
テ
ノ
カ
ヲ
ツ
ク
シ
テ
彼
ラ
ヲ
教
イ
、

E
彼
ラ
ニ
寛
大
ノ
身
体
的

精
神
的
服
従
（

O
Z
Z
E白
）
ヲ
通
ジ
テ
、
神
ト
人
ト
ノ
思
寵
ヨ
り
出
ズ
ル
視
福
ノ
ヤ
ス
ラ
ギ
ヲ
備
ウ
ベ
シ
。

シ
カ
シ
テ

nro足
立
聞
の
O
吉
田
ノ
職
務
ハ
・
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
・
。

シ
カ
シ
テ

aunOMMg
ハ
、
都
市
（

nZ吉田）
ノ
内
政
（
官
ou江田）

ヲ
、
聖
別
（

noロ凹
mngto）
ニ
ヨ
り
、
確
認
（

n
S
F自
主
O）

ヨ

解
除
（

B
g
R
E
E
O）

ニ
ヨ
リ
、
叉
一
般
ニ
大
斉
（
Y
Y
E
C
B）
ヲ
布
告
ス
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
、
或
ハ
神
ニ
ハ
タ
ス
ニ
相
応
シ
キ
時
ニ

ハ
、
何
ラ
カ
ノ
一
般
ニ
〔
対
ス
ル
U

法
（
吉
田
）

一
ヨ
ツ
テ
処
理
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

ソ
レ
ラ
ノ
職
務
ノ
ス
ベ
テ
ハ
、

下
記
ノ
如
キ

〔
巾
立
回

nol



同
冨
田
ノ
〕
臆
棒
下
ニ
オ
カ
レ
ル
。
即
チ
〔
巾
立
忠
告

5
ガ
〕
、
如
何
ニ
シ
テ
ス
ベ
テ
ノ
職
務
ヲ
最
大
ノ
熱
意
ヲ
モ
ツ
テ
支
配
シ
ツ
ッ
、
完
成
ノ

門
へ
導
ク
カ
ト
云
ウ
〔
態
度
〕
ヲ
、

最
モ
精
織
ナ
予
見
ヲ
モ
ツ
テ
確
立
ス
ル
コ
ト
。

〔
叉
〕
命
令
ニ
ハ
ヨ
ル
ニ
〕
ア
ラ
ザ
レ
パ
、

コ
レ
－
フ
ノ

諸
問
題
ニ
ツ
イ
テ
、
各
2
4
z
n
o官
印
ハ
絶
対
－
一
〔
品
目
印
円
。
吉
田
ノ
権
限
ヲ
U

越
エ
ヌ
コ
ト
。
」

以
上
の
長
文
の
引
用
を
要
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

九
位
紀
に
お
け
る
何
冊
目
自
由
の

g立
Z
E
S
の
構
成
、

性
格
及
び
そ
の
占
め
る
地
位

が
ほ
ぼ
明
か
に
な
る
。
こ
の
口
問
問
L
E
E
Sは、

有
国
巾
旬
。
一
回
目
吉
田
及
び
但
吋
nELEnoロ
5
を
そ
の
頂
点
と
し
て
い
た
。
し
か
し
て
前
者
の
管
轄
は
、

教
会
財
産
及
び

g
g
g
の
管
理
、
円
間
口
0ロ
互
に
対
す
る
日
常
生
活
の
配
慮
と
監
督
、
そ
の
日
課
割
当
て
と
裁
判
権
（
俗
権
）
で
あ
る
。
特
筆

乙
乙
で
は
官
忠
吉
田
町

5
が
複
数
の
仏
m
g三
（
仏
O
司
自
由
）
を
そ
の
下
に
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
｝
。

す
べ
き
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、
国
吋
岳
山
岳
同
l

円
。
ロ
ロ
切
の
管
轄
は
、
む
し
ろ
教
区
行
政
及
び
聖
務
一
般
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て

円同志
E
Z
B
の
教
育
及
び
こ
れ
を
通
じ
て
の
聖
職
者
養
成
の
責

任
を
負
う
て
い
る
。

彼
は
そ
の
下
に
岳

2
0ロ
ロ
凹
を
執
行
機
官
と
し
て
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
岳
山
田
口
O
匂

E
の
一
般
的
な
監
督
を

受
け
、

従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
、

未
だ
顕
著
な
独
立
の
傾
向
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
史
料
の
示
す
限
り
に
お
い
て

2
立
z
z
s
の
杏
在
理
由
は
、

R
n
r
E
F
R
o
g∞
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
る
面
に
帯
し
、

同M円
g
目M
g
x
g
の
管
轄
は

2
1
z
z
g
そ
の
も
の
を
、

こ
う
し
た
任
務
を
遂
行
し
得
る
態
勢
に
維
持
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
己

2
2
5
に
お
け
る
共
住
生
活

そ
の
も
の
も
、
す
で
に
し
て
必
ず
し
も
厳
格
に
維
持
さ
れ
て
い
た
か
否
か
疑
わ
し
い
。
し
か
し
て
又
、
こ
の
限
り
で
は
、
新
カ
テ
ド
ラ
ル
の
建

設
等
の
大
問
題
を
、
積
極
的
に
発
議
し
、
実
行
す
る
よ
う
な
、
教
区
の
最
終
決
定
機
関
と
し
て
の
性
格
を
、
当
初
か
ら
有
し
て
い
た
か
否
か
は

疑
わ
し
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

如
上
の
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
期
の

g－V
－E
－己
B
像
を
、

時
閣
の
推
移
と
共
に
修
正
し
得
る
史
料
は
、

十
一
世
紀
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
れ

斗
也
、

一
O
六
八
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

「問。－
B
回
教
会
司
教
賭
聖
堂
参
事
会
員
ノ
全
特
権
ヲ
フ
ク
ム
、

HNa自
由
大
司
教
ノ
誓
約
」

（
』
ロ
と
日
同
ロ
仏
ロ
自

白
『

n
E
4
2
8日
M
0
2
5
8
5
8
m
E
B
B
E
g
m
g
z
g自
由
自

回以円芝山－
m包
0
2
5
3ロ
o
E
8
2
B
円
三
宮
斥
丘
一

m
m
n。－
2
2叩

ゴ
テ
ィ
y
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

七
九



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

5
5
8丘
団
）
で
あ
る
。
大
司
教
に
対
立
し
得
る
自
律
的
団
体
と
し
て
の

一
方
で
は
同
門
口
r
E
S
S
E
m
の
完
全
な
後
退
を
物
語
る
と
、
と
も
に
、

入

O

EHU日

zzs
の
確
立
を
示
す
ζ

の
誓
約
条
項
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い

他
方
で
は
異
常
に
拡
大
さ
れ
た
旬
E
4
2
E訟
の
権
限
を
示
し

て
も
、

て
い
る
。
即
ち
日
M
5
4
2
E
M
m
は

n－2
2
2
5
（
n
F
E
Z
E）
内
外
の
住
居
（

5
8位
。
）
の
－
B
Bロロ
x
g
と、

権
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
裁
判
権
を
有
切
叉
そ
の
職
に
属
す
る
権
利
や
官
同
法
与
の
み
な
ら
ず
、

SFZ－
5
に
属
し
て
い
る
、
聖
俗
両

者
の

v
g
o
b
n
E
の
利
用
に
つ
い
て
、
自
由
裁
領
権
（
5
m
E
r
g
r
a
g
s
E
S
E－
）
を
有
す
る
。
更
に
諸
祭
壇
（
但
－
g江
田
）
も
そ
の
管
轄

下
に
お
か
れ
て
い
た
。
更
に
重
要
な
の
は
、

R
m
s－
a
ノ
〕
聖
マ
リ
ア
〔
カ
テ
ド
ラ
ル
〕
ノ
諸
所
有
（
司
0
8
2
m－8
8）
ト
ー
－
－
g
及
ピ
我

々
（

S
1
Z
Z
B）
ノ
ソ
レ
ラ
、
更
ニ
我
々
ノ
支
配

Z
E
O）
下
ニ
ア
ル
都
市
（
己
号
印
）
内
及
ピ
郊
外
公
正
B
E
s－－
g
m曲
目
）
ノ
土
地
ト
・
・

．
人
ト
ガ
、
」
胃
4
0岳
民
印
の
支
配
及
び
裁
判
権
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
裁
判
権
に
つ
い
て
、
大
司
教
の
法
廷
に
上
訴
さ
れ
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
胃
3
2
X
E
の
判
断
に
か
か
っ
て
居
り
、
大
司
教
自
身
は
上
訴
廷
の
権
利
（
吉
田
）
を
有
し
な
か
っ
た
。
裁
判

権
は
更
に
上
級
裁
判
権
を
も
含
ん
で
い
た
。
但
し
、
官
回
目
r
g
r
H注目
M
m
g
g
E
E
の
配
分
権
、
即
ち

g
ロ
o
E
2訟
の
任
命
権
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
官
唱
。
閉
山
吉
田
の
独
占
で
は
な
く
、
大
司
教
の
発
言
権
が
相
当
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ぜ
要
す
る
に
こ
の
書
約

は
、
円
曲
目
比
E
Z
S
対
大
司
教
の
関
係
と
云
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
官
同
40mxz悼
の
大
司
教
に
対
抗
し
得
る
ま
で
に
拡
大
さ
れ
た
権
力
を
示
す
も

そ
れ
ら
の
相
互
的
自
由
処
分

の
と
す
ら
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
時
期
か
ら
十
二
世
紀
の
末
に
い
た
る
時
期
は
、
い
わ
ゆ
る
教
会
改
革
ゃ
、

HHa己白
ω・
〉
ロ
宮
丘
町
民
の
導
入
ゃ
、

動
等
に
よ
り
、

2
1
Z
E
B
自
体
に
と
っ
て
も
大
変
動
期
で
あ
っ
た
事
は
詳
説
を
要
し
な
い
。
し
か
し
河
内
町
g
聞
の
そ
れ
の
み
を
と
っ
て
み
る

場
合
に
、
む
し
ろ
問
題
は
、
如
上
の
一
大
権
力
を
有
す
る
胃
4
2
E
H凹
と
、
他
の

E
ロ
S
E
と
の
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
叉
大

或
は
シ
ト
l
派
の
活

司
教
に
と
っ
て
も
か
か
る
官
8
2
E
H由
の
杏
在
は
、

た
の
は
、
戸
。
巳
凹
〈
ロ
の
王
妃
で
あ
る

決
し
て
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
乙
の
問
題
ψ

伊
二
挙
に
解
決
し

〉
含
】
巾
骨
・

0
5
B匂
白
何
日
の
兄
弟
で
あ
り
、
従
っ
て

EMF－－
3
m
l〉ロ
m
g
z
の
叔
父
で
あ
り
、

次

章
に
述
べ
る
よ
う
に
カ
ペ

l
王
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
大
司
教
の
巳
ロ
2
B
m
骨
の
E
S宮
包
括
で
あ
っ
た
。
彼
の



一
一
八
八
年
の
《
n
R
S
L巾
官
唱
。
回
目
E
E》
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
・
・
・
・
（
前
略
）
・
・
・
・
余
ハ
官
4
2
5
E
ノ
故
ニ
、

シ
パ
シ
パ

m
a
g
m
ノ
ロ
回
目
V

－E
－c
B
ト

官

4
2
E
H帥
ノ
間
ニ
生
ジ
タ
諸
問
題
ヤ

諸
係
争
ヲ
終
止
セ
シ
メ
ン
ト
熱
望
ス
ル
ア
マ
リ
、
我
ガ
最
愛
ノ
甥

d
m
o
（出
cmc巾
凹
）
ヲ
〔
下
記
ノ
目
的
ヲ
モ
ツ
テ
〕
コ
ノ
コ
ト
ニ
導
キ
イ
レ

タ（
H
官
唱
。
回
目
吉
田
ニ
任
命
シ
タ
）
。
即
チ
ハ
彼
（
C
m
o）
ハ
〕
官
4
2－z
g
ノ
ス
ベ
テ
ノ
雑
権
利
（

8
5
5
0
E
E）
一
一
ヨ
ル
諸
収
入
ト
裁
判
権

（』

g
E
Sト
ヲ
、
同
様
－
一
宮
ロ
巾
富
山
田
ノ
贈
与
ヲ
捨
テ
、
且
譲
渡
ス
ル
。
旦
ソ
レ
ラ
ス
ベ
テ
ヲ
、
我
ガ
手
ニ
、
秤
ニ
ヨ
ツ
－

nAγ
円

5
2
5）返

還
ス
ベ
夕
、
彼
（
C
m
O）
ニ
ハ
祭
室
ト

n回目V
－E
－
ロ
ヨ
ニ
オ
ケ
ル
回
以
H
m
m
g
x
g
ノ
権
威
（
岳
m包
gm）
ト
、
彼
へ
（
2
1
2
b
c
B
へ
）
ノ
「
O
B
E
E
B

ノ
ミ
ガ
残
サ
レ
ル
。
シ
カ
シ
テ
余
ハ
コ
レ
ラ
ス
ペ
テ
ヲ
河
巳
自
由
ノ
教
会
一
一
未
来
永
劫
譲
渡
シ
、
旦
当
〔
教
会
）
ヲ
ソ
レ
ラ

（
『
。

g
g
a巾）

ニ
ツ
キ
、

p
n
g
g
ノ
手
ニ
ヨ
ツ
テ
叙
任
ス
ル
。
ロ
白
立
z
z
s
ハ
シ
カ
シ
テ
、

ソ
ノ
〈
白
口
市
印
河
O門出関山
OEm

一
有
ス
ル
ス
ベ
テ
ノ
モ
ノ
ヲ

官
8
0
m吉
田
ニ
、
永
久
ニ
所
有
ス
ベ
ク
譲
渡
ス
ル
。

但
シ

ω－
zrr巳
田
町
〔
教
会
〕
ノ
給
養
ト
ナ
ス
ベ
ク
保
留
シ
タ

2
n－g
u
ト
骨
巳
自
白

ア
ラ
ユ
ル
強
請
ニ
ヨ
ル
ノ
デ
ハ
ナ

ク
、
自
発
的
意
志
－
一
基
ズ
イ
テ
、
教
会
ノ
諸
必
要
ヲ
ミ
タ
ス
ベ
ク
義
務
ズ
ケ
ラ
レ
テ
ア
ル
ベ
シ
。
・
・
・
・
（
後
略
）
・

1
・」

ヲ
除
キ
・
・
・
・
。

シ
カ
モ
尚
且
官
4
2吉
岡
田
ハ

S
1
E
Z
S
カ
ラ
要
求
サ
レ
召
喚
サ
レ
タ
場
合
一
一
ハ
、

乙
の
文
書
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、

大
司
教
の
巳
ロ

2
5伺
骨
【

U
E旨
官
官
m
が、

そ
の
甥
出
口
m
S∞
を
℃
『
巾
】
U
S
E－
切
に
つ

け
る
の
を
機
と
し
て
、

そ
の
職
の
大
改
革
を
行
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
従
来
事
実
上

S
1
z
z
s
を
支
配
し
て
い
た
胃
4
2
E
M
m

は
、
乙
の
際
に
そ
の
実
際
的
な
権
限
の
す
べ
て
を
大
司
教
の
手
に
う
ば
わ
れ
、
名
目
的
な
上
席
権
の
み
が
そ
の
手
に
残
さ
れ
た
。
同
時
に
う
ぱ

わ
れ
た
こ
の
職
に
対
す
る
恐
ら
く
は
莫
大
な
官

S
Fロ
仏
国
に
代
っ
て
、

モ
ノ
」
を
譲
渡
し
、

2
1
E
Z旨
か
ら
は
「
〈
同
口
市
白
河
O門出色
o
E田
ニ
有
ス
ル
ス
ベ
テ
ノ

官田町唱。印
EMm
は
そ
の
名
目
的
な
公
開
ロ
吉
田
と
新
た
に
与
え
ら
れ
た
宮
島
市
町
ロ
皆
、

換
言
す
れ
ば
名
実
と
も
に
新
た
に

な
っ
た
匂
BHUO回目
E
E
に
つ
い
て
、

g
立
Z
E
S
に
y
。
B
自
由
∞
巾
を
さ
さ
げ
ね
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

2
1
z
z
s
に

対
す
る

田
町
門
司

Hnmm
を
義
務
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

m
a
g
m
の
匂
同
町
匂
omxum
は

大
司
教
に
対
抗
す
る
乙
と
は
お
ろ
か
、

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

八



。
コ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

A 

gHV－E
－ロ
B
そ
の
も
の
に
も
服
従
す
る
立
場
に
置
か
れ
た
。
か
か
る
大
改
革
は
、

一
一
九
二
年
に
出
口
m
c
g
が
死
に
、
回
阻
E
Eロ
5
が

HUB－

同MOm－
吉
田
に
任
命
さ
れ
る
に
伴
っ
て
発
行
さ
れ
た
こ
文
書
｜
｜
一
は
大
司
教
側
か
ら
、
他
は
官
名
om吉
田
切
と
E
5
5
以
下

S
E
E
n－
か
ら

ー
ー
に
よ
っ
て
、
よ
り
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

（初）

第
一
の
大
司
教
側
か
ら
の
文
書
は
、

先
ず
〈
凹
ロ
目
印
刷
Noem－8
2
を
官
由
吉
田
町
E
E
か
ら
「
全

2
1
E
E
B
共
通
ノ
意
志
ト
同
意
ニ
ヨ
り

－

H
N
m
－g回
ノ
教
会
へ
」
返
還
す
る
事
、
及
び
そ
の
他
一
連
の

g
－z－z
g
へ
の
贈
与
を
列
記
し
た
後
に
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
・
・
・
・
更
ニ
彼
（
ロ
喜
一
E
E
S）
一、

E
4一m
E
R
E
S
ノ
門
田
町
三
百
回
ト
、

ソ
コ
ニ
河
a
g凹
ノ

p
g国
民
由
江
戸
岡
田
ガ
有
シ
テ
ィ
タ
若
干
ノ

モ
ノ
ヲ
、
叉
カ
ツ
テ

m
m－B
凹
ノ

H
Z
E
R
R－
田
ニ
属
シ
テ
ィ
タ

kr－g
m
H
W
C江
口
百
ノ

r
n－B
g
ヲ
与
エ
ル
。
シ
カ
シ
テ
ソ
ノ
代
償
ト
シ
テ
、

。ロ－
B
E
R
C
B
珂
ノ
ホ
ト
り
ニ
位
置
ス
ル

Z
0
4四
〈
正
問
ヲ
、

ソ
ノ
養
魚
池
ト
水
車
ト
モ
ド
モ
、
我
ガ
手
ニ
保
留
ス
ル
。

ソ
レ
ラ
ハ
カ
ツ

テ

Hrmm一
回
一
一
口
同
国
一
江
田
ノ
モ
ノ
デ
ア
ツ
夕
、
ガ
、

ハ
教
会
U

法
廷
ニ
テ
年
収
十
ロ
ゲ

E
ト
評
価
サ
レ
円
タ
ル
ニ
ヨ
り
、

ソ
レ
ヲ
U

上
記
教
会
ノ
聖
職

者
席
〔
ノ
用
〕
ニ
指
定
ス
ル
。

E
更
ニ

P
2
2
2
5
M由
ガ

ω。
立
問
河
沿
イ
ノ

ω－
g
m
Z
8
5
ニ
有
シ
タ
ル
若
干
ノ
モ
ノ
、

及
ピ
回
同
1

口

rm－oロ
及
ピ

ω－
FHH匂
g
ノ
祭
壇
ハ
収
入
U

ノ
半
バ
ヲ
〔
与
エ
ル
U
。
シ
カ
シ
テ
上
記
ノ
ス
ベ
テ
ヲ
モ
ツ
テ
、
回
目
E
巳
ロ
ロ
凹
暗
号
吉
田
EHm
ヲ
、
教

会
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
鍛
佳
ス
ル
。
上
記

n
g
g
E
ハ
、
ヵ
ク
モ
大
イ
ナ
ル
ゲ
g
え
在
国
ヲ
忘
レ
ル
コ
ト
ナ
夕
、
叉
〔
コ
レ
ラ
ニ
対
シ
〕
感
謝

ヲ
オ
コ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
、

余
（
大
司
教
〉
及
ピ
我
ガ
ス
ベ
テ
ノ
後
継
者
ニ
、

同》
Haw－uomH丹口同問

ノ
仏
。
ロ
同
片
山
0

ト、

同】同四］
u
O
師同門口印

ノ
叙
任
権

（町岡田同伊丹口広
O
）
ヲ
、

コ
ノ
提
案
ニ
対
ス
ル

g
－zzs 一
般
ノ
賛
同
ト
同
意
ト
ヲ
モ
ツ
テ
、

譲
渡
セ
ン
コ
ト
ヲ
。

余
ハ
シ
カ
ル
際
ニ
、

官
4
2
E
H
B
ニ
カ
ツ
テ
ア
テ
ラ
レ
タ
ル
諸
収
入
ニ
代
エ
テ
、

回
・
官
4
0
m
E拐
ト
ソ
ノ
後
継
者
タ
ル
ス
ベ
テ
ノ
官
4
g
E
ニ、

剛
山

m

－g凹

ノ

p
g
E
E江
口
回
、
ガ
カ
ツ
テ
冨
o
E
5
2
2
B
U
県
民
｝
回
目
白
E
B
及
ピ
〈
巴
巳
吋
〉
田
口
。
E
S
一
オ
イ
テ
所
有
セ
ル
ト
コ
ロ
ノ
モ
ノ
ヲ
、
永

久
ニ
保
持
ス
ベ
ク
指
定
シ
割
リ
当
テ
ル
バ
但
シ
U

我
ガ
手
ニ
オ
イ
テ
処
分
サ
ル
ベ
ク
保
留
サ
レ
ル
後
者
ノ
丘
－
F
即
チ
ヨ
ロ
巳
吋
〉
8
0
2
B

ノ
葡
萄
酒
収
入
ヲ
除
ク
。

シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
官
名
o
m
E
M
g
ガ
空
位
ナ
レ
パ
、

宮町匂
Om－E
E
ノ
収
入
ハ
、

円目立
E
Z
B
ガ
受
ケ
ル
ベ
シ
。



シ
カ
シ
テ
誰
デ
ア
ロ
ウ
ト
モ
、

ソ
ノ
際
ニ
胃
8
2
E拐
タ
ラ
ン
モ
ノ
ハ
他
ノ
〔
教
会
）
役
職
者
ガ
ナ
ス
ガ
如
ク
、

可
及
的
速
ヤ
カ
ニ

r
o
S
E
E
S
ヲ
大
司
教
ニ
サ
サ
ゲ
、
且

S
1
E
E
B

叉
都
市
（
n
z
x
g）
内
ニ
居
住
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ズ
、
且
上
記

A
a
v
 

官
4
0回
目
吉
田
ニ
ツ
イ
テ
、
回
璽
ヲ
オ
シ
テ
保
有
ス
ル
我
々
ノ
文
書
ニ
フ
ク
マ
レ
タ
ル
事
ド
モ
ヲ
、

ニ
忠
誠
ヲ
害
ウ
ベ
シ
。

剛
山
色
白
回
教
会
ガ
、

忠
実
ニ
遵
守
ス
ベ

シ
。
但
シ
ソ
コ
ニ
フ
ク
マ
レ
タ
ル
〈
白
ロ
叩
胡
河
O
門出包
o巳
印
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
除
ク
。
何
ト
ナ
レ
パ
、

ソ
レ
（
〈
田
口
冊
目

mO門
戸
石
芯
巳
∞
）
ハ
、
以

後
如
何
ナ
ル
官
80mEHm
ニ
ヨ
ツ
テ
モ
、
要
求
ス
ル
事
ヲ
許
サ
レ
ザ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
。

モ
ツ
テ
行
ワ
レ
タ
。
・
・
・
・
」

コ
レ
－
フ
ス
べ
－
ア
ハ
、

p
g同
日
日
目
印
ガ
空
位
ナ
ル
ヲ

乙
の
文
書
は
要
す
る
に
〈
田
口
g
問
。
門
虫
色
。
ロ
目
的
を
わ
ず
か
四
年
に
し
て
胃
8
2
E
H円
白
か
ら
う
ば
い
、
こ
れ
を

g
－V－E
－
ロ
ヨ
に
再
譲
渡
す

る
こ
と
、
そ
の
代
償
と
し
て
た
ま
た
ま
空
位
で
あ
っ
た
昏
8
2
2
ュg
の
官
国
各
自
円
四
回
を
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
官
4
2
E
H田
に
ま
わ
し

て
、
新
た
に
官
4
0曲目
Z
E
を
形
成
す
る
こ
と
、
前
記
〈
包
－
g
m。
伝
性
o巳
凹
そ
の
他
の
「
カ
ク
モ
大
イ
ナ
ル
」

2
1
Z
Z
B
 へ
の
譲
渡
の

代
償
と
し
て
、

gHV－E
－z
B
は

官

4
2－
吉
田
の
巨
大
な
か
つ
て
の
官
曲
目
σ
g仏
国
と
そ
れ
を
叙
任
す
る
権
限
と
を
、

全
面
的
に
大
司
教
に
譲

渡
す
る
こ
と
、

及
び
そ
の
叙
任
権
の
譲
渡
に
と
も
な
っ
て
、

－VH40mE協
が

EMU－z
z
g
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、

大
司
教
に
対
し
て
も

r
o
s
g由
mo
義
務
を
負
う
こ
と
の
確
認
等
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
即
ち
こ
の
文
書
は
、

一
一
入
八
年
の
文
書
と
、

〈田口目印問。内回目
m－o口
広
の
帰

属
を
除
け
ば
ほ
ほ
同
一
内
容
で
あ
り
、
し
か
も
同
じ
く
一
一
九
二
年
の

円曲目
vxz－ロ同ロ

側
か
ら
の
文
書
は
、
大
司
教
側
の
文
書
を
二
つ
な
が
ら

同
時
に
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「切回
E
巳ロ
gw

同

VB吉
田
町
g
w
m
m
L
C
F岡田島町口
g
g
u
及
ピ
、
吋
｝
6
5
2
2ロ
件
。
ァ
及
ピ
他
ノ

HNSBm
教
会
ノ
兄
弟
タ
チ
（

n
g。
口
広
）

・
・
尊
崇
ス
ベ
キ
我
ラ
ノ
父
、
岡
山
由
吉
田
大
司
教
当
日
巾

5
5
ハ
、
我
ラ
ト
我
ラ
ノ
教
会
ノ
官

4
3
5
ト
ノ
間
ニ
生
、
ス
ル
、

頻
繁
ナ
諸

問
題
ト
訴
エ
ト
ニ
カ
ン
ガ
ミ
テ
、
我
ラ
ノ
永
遠
ノ
平
和
ヲ
オ
モ
ン
パ
カ
リ
、
且
平
和
確
立
ノ
タ
メ
ニ
、
書
面
ヲ
モ
ツ
テ
次
ノ
如
ク
命
ジ
タ
。

・
（
こ
こ
に
一
一
八
八
年
の
大
司
教
文
書
が
挿
入
さ
れ
る
。
）
・
・

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
宵
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

!, 



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

入
四

コ
レ
ラ
ノ
コ
ト
ガ
ナ
サ
レ
シ
後
、
時
移
リ
、
上
記

d
m
c
閉店シ、

官
名

cEC岡
田
空
位
ト
ナ
ル
。

ソ
ノ
際
円
新
）
官
4
2
x
g
選
出
ヲ
メ

が
ノ
日
ノ
、

我
ラ
ノ
兄
弟
タ
チ
ノ
多
ク
ハ
官
名
o
m
X
5
ヲ
モ
ツ
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、

他
ハ
官
名
om－
吉
田
ヲ
モ
ツ
ベ
ク
欲
ス
ル
旨
ヲ
強
ク
主
張
シ
タ

タ
メ
、
些
一
カ
モ
〔
意
見
ヲ
）
統
一
シ
得
ナ
カ
ツ
タ
。
此
処
ニ
オ
イ
テ
平
和
愛
好
者
タ
ル
上
記
大
司
教
ハ
、

カ
ツ
テ
匂
吋
由
喝
O

回
国
同
己
同
国
一
ニ
ア
テ
ラ

レ
タ
ル
〈
白
－
－
g
列。門出
m
g
E凹
ヲ
、
我
ラ
ニ
、

教
会
ノ
自
由
ナ
利
用
ニ
円
供
ス
ベ
ク
）
返
還
譲
渡
シ
、

E
目
下
空
位
タ
ル

F
8
2
5江口回

ノ
所
有
ヲ
モ
ツ
テ
、
官

4
0明日
Z
E
ヲ
形
成
シ
タ
。

並
ピ
ニ
他
ノ
多
ク
ノ
宮
口
市
出
口
仲
間
ヲ
忘
レ
ル

コ
ト
ナ
ク
、
・
・
・
・
（
此
処
に
上
掲
一
一
九
二
年
の
大
司
教
文
書
末
尾
の
部
分
が
挿
入
さ
れ
る
。
）
・

1
・」

ヨ
ツ
テ
我
ラ
ハ
彼
カ
ラ
受
ケ
タ
ル
上
記
、

以
上
挙
げ
た
三
文
書
を
通
じ
て
最
も
特
筆
す
べ
き
事
は
、

一
一
九
二
年
の
大
司
教
側
と

g
－zzg
側
と
の
文
書
が
、

双
方
と
も
物
語
つ

て
い
る
官
3
2
x
g叙
任
権
の
大
司
教
へ
の
譲
渡
と
、
－
M

吋
4
2
E
H凹
が
負
う
に
い
た
っ
た
大
司
教
と

2
1
z
z
s
双
方
へ
の
｝
5
5
5由
唱
の

義
務
で
あ
る
。

口問
1
Z
E
B
側
の
文
書
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
職
の
毅
任
は
選
挙
に
よ
っ
た
が
、

こ
の
選
挙
を
円
滑
に
行
わ

し
め
な
い
事
情
が
、

〈出－－

g
m
o門
同
一
位
。
巳
聞
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
様
様
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
上
掲
三
文
書
を
通
じ
て
、
絶
え
ず
乙
の

所
領
の
帰
趨
が
、

重
要
な
主
題
と
し
て
繰
返
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と

B
1
z－
5
と
の
共
同
所
有
で
あ
っ
た
も
の
持
、

2
3官
官
叩
伯
の
弟
で
あ
る
大
司
教
の
ロ
己
2
5
0
が
、
そ
の
う
ち
の

S
E
5
の

そ
し
て
こ
の
所
領
は
、

円

UYSM官
m
S
伯

分
を
胃
4
0包
言
自
に
設
定
し
て
、

そ
れ
を
「
甥
」
出
口
m
z
g
に
与
え
た
。

そ
し
て
出
口
m
E
g
の
死
後
、

nEH呂
田
宮
町
伯
の
所
管
と
事
実

上
分
ち
が
た
い
こ
の

官
回
目
ず
巾
ロ
向
山
田
の
引
う
け
手
が
い
な
く
な
っ
た
も
の
と
解
し
得
る
。

そ
こ
で
大
司
教
は
一
方
で
は
最
終
的
に
紛
争
の
中
心

と
な
っ
た
官
8
2
E岡
田
の
叙
任
権
を
取
上
げ
、
他
方
で
は
〈
回
目
－
冊
目
別
O

門出向日
oEm
を

2
1
z
z
s
に
再
譲
渡
し
た
。

こ
う
し
て
口
曲
目
V

－E
－z
g

の
手
に
再
度
わ
た
っ
た
こ
の
所
領
に
つ
い
て

gロ
g
E
の
う
ち
の
何
人
が
そ
の
管
理
の
責
任
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
八
八
年
の
大
司

島町

gロ
ロ
回
は
、

教
文
書
は
、
か
つ
て
の
匂
認
可
B
E
H
E
を
教
会
に
引
渡
す
に
際
し
て
、

Am）
 

一
一
八
四
年
の
当
該
所
領
確
認
文
書
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
辛
口

g
g
の
手
を
へ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

大
司
教
に
よ
っ
て
「
愛
ス
ル
我
ガ
患
」
と
呼
ば
れ
て
、

確
認
の
立
会
人



で
哉
の
る
。

乙
の
所
領
が
、

叉
一
一
九
二
年
の

2
1
Z
Z
B
側
文
書
で
は
回
国
E
巳

E
凹
官
8
2
X
5
の
次
位
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
岡
山
田
仏
三
宮
田

可
能
な
限
り
の

E
g苦肉
5
伯
家
の
人
物
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
事
が
望
ま
し
い
条
件
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

の
一
人
に
数
え
ら
れ
、

一
九
二
年
の
場
合
に
も
、

2
1
Z
Z
B
側
で
こ
の
所
領
を
引
う
け
た
の
は
、
伯
家
の
血
縁
者
で
あ
る
こ
の
列
包
己
甘
由
仏
2
8
5
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。

か
く
推
定
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
れ
ら
三
文
書
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
て
い
る
官

4
s－z
g
を
め
ぐ
っ
て
の
一
連
の
問
題
に
、
別

個
の
視
角
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち

M5吉田町
E
B
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
大
変
革
は
、
そ
の
底
流
と
し
て
、

列
企
旨
問
、
が
属
し
て
い

る
領
邦

Q
H
E
n－
宮
口
件
。
）
の
主
で
あ
り
、

且
当
時
正
に
カ
ぺ

l
王
家
と
姻
籍
関
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
た
の

E
s－g
m
s
伯
家
の
三
人
、

。
巳
－
rwロ
B
P
出
口
m
c
g
及
び

何回円山口昌己凹

の
意
志
と
利
害
と
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
に
立
っ
て
、
大
司
教

。巳－－
2
5叩

Iま

同MHSSEMm
か
ら
そ
の
実
質
を
す
べ
て
う
ば
い
去
っ
た
上
に
、

r
o
g目
指
巾
と
虫
色
b
E
b

と
云
う
封
建
関
係
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る

乙
と
に
よ
っ
て
、
乙
れ
を
大
司
教
に
対
し
て
も
、

g立
Z
E自
に
対
し
て
も
従
属
す
る
地
位
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
一
九
二
年
の
大

司
教
文
書
は
、
他
の
同
E
S
S
E回
即
ち

2
1
z
z
g
の
役
職
者
た
ち
も
、

大
司
教
に
対
し
て

Y
O
B
B田
唱
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
事
を
暗

示
し
て
い
る
。
十
二
世
紀
末
の
社
会
に
お
い
て
、

最
も
現
実
的
且
可
視
的
な
人
間
関
係
の
形
成
手
段
で
あ
っ
た

Y
0
5
5白
唱
こ
そ
、
大
司
教

。巳－－
2
8叩
が

S
1
Z
E
B
を
自
己
に
服
従
せ
し
め
る
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

｛
則
的
】

十
一
世
紀
末
の
列
企
日
目
の

S
1
z
z
g
に
つ
い
て
は
、
そ
の
諸
特
権
（
官
F
i
r
m仲
間
）
は
確
立
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
官
由
旬
。
ー

包
片
岡
協
に
よ
っ
て
代
表
怠
れ
つ
つ
行
使
さ
れ
て
い
た
事
は
す
で
に
述
べ
た
。
従
っ
て
十
二
世
紀
末
に
お
け
る
、
如
上
の
官
町
吉
田
町
E
E
の
名
目

化
は
、
以
後
仏
2
8
5
の
地
位
を
表
面
に
押
し
出
し
た
と
は
通
え
、
上
記
の
大
司
教
側
か
ら
と
ら
れ
た
対
策
と
相
ま
っ
て
、
明
か
に

S
E
E

そ
の
も
の
の
大
司
教
に
対
す
る
自
律
性
の
減
少
を
結
果
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
、
差
当
り
十
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
両

（お｝

者
の
相
関
々
係
を
規
定
す
る
基
調
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

l¥. 
五



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

八
六

大
司
教
側
か
ら
す
る
如
上
の

E
1
Z
E
B
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
試
み
は
、

同
時
に
乙
の
団
体
に
、

カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
期
の
そ
れ
に
等

し
い
、
本
来
的
な
機
能
と
性
格
を
と
り
も
ど
さ
せ
よ
う
と
す
る
鼠
み
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
事
は
上
掲
の
一
一
九
二
年
の
大
司
教

文
書
に
も
相
当
明
瞭
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。

「
・
・
・
・
コ
レ
ラ
ス
ベ
テ
ヲ
余
ハ

n
g
g
E
ニ、

〔
彼
ラ
ノ
間
デ
U

分
配
ス
ベ
ク
与
エ
ル
。
彼
ラ
ハ
、
モ
シ
分
配
ヲ
ナ
ス
ニ
際
シ
テ
コ
レ

ミ
サ
ヲ
献
ゲ
ネ
パ
ナ
ラ
ズ
、
第
六
時
ニ

オ
イ
テ
モ
〔
同
様
デ
ア
ル
U
。
更
ニ
公
正

E
必
要
ナ
原
因
ガ
彼
ラ
ヲ
呼
ピ
出
ス
ニ
ア
ラ
ザ
レ
パ
、
彼
ラ
ガ
祭
室
カ
ラ
出
ズ
ル
ヲ
許
サ
ナ

hy」

一ア
ψ

ス
カ
ル
モ
ノ
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
レ
パ
、

開

1
m
g－
田
ノ
初
メ
カ
ラ
〉
mロ
5
ロ
巳
ノ
終
り
マ
デ
、

こ
の
こ
と
は
更
に
、

一
一
九

O
年
に
は

Am）
 

一二

O
O年
に
は
教
皇
『
ロ
O
B
E
E
m
H
H
H
が
、
そ
れ
ぞ
れ
書
簡
で
、
共
住
生
活
（

t
g
n
O
B自
民
巳
帥
）
を
よ
り
厳
格
に
守
る
よ
う
に
す

m
a
B凹
の

g立
E
E
S
に
対
し
て
、

ω回
目
丘
四
ー
の

8
2広
4
m
r
司
白
山
田
修
道
院
長

ω常
事
自
己
凹

カ2す
め
て
い
る
事
実
と
符
合
す
る
。

以
上
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
に
、
し
か
も
可
能
な
限
り
史
料
に
忠
実
に
、
古
典
期
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
様
式
の
カ
テ
ド
ラ
ル
建
立
が
立
案
さ
れ
る
時
期
に

い
た
る
ま
で
の
、
河
色
白
血
の

2
1
z
z
g
の
性
格
機
能
が
如
何
に
変
化
し
て
来
た
か
を
概
観
し
た
。

こ
れ
を
仮
に
十
一
世
紀
末
に
限
れ
ば
、

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
像
は
、

。日H
H
M】

u
m
－
が
考
え
た
よ
う
に
、

大
司
教
を
さ
し
お
い
て
、

独
自
の
権
限
を
も
っ
て
カ
テ
ド
ラ
ル
の
様
式
を
決
定

し

立
案
し
、

そ
の
建
設
に
必
要
な
資
金
を
調
達
し
、

長
時
間
に
わ
た
っ
て
工
事
を
遂
行
し
得
る
が
如
き
法
人
格
で
あ
っ
た
可
能
性
を
有
す

司
令
。

し
か
し
な
が
ら
、

十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
に
、

特
に
大
司
教
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
も
っ
て
、
著
る
し
く
性
格
を
変
え
ら
れ
た

2
1
Z
E
B
に
、
我
々
は
そ
の
可
能
性
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
が
明
文
を
も
っ
て
可
否
何
れ
の
可
能
性
を
も
支
持
せ
ぬ
以
上
、
我

々
は
推
定
に
頼
る
他
は
な
い
が
、
筆
者
に
は
少
な
く
と
も
、
十
三
世
紀
初
の
何
回
目
B
印
の

SHV－E
－
ロ
ヨ
が
、
そ
の
意
士
山
と
責
任
と
に
お
い
て
、

カ
テ
ド
ラ
ル
の
建
設
に
ふ
み
切
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
は
、
や
は
り
大
司
教
の
側
に
あ
っ
た
と
考
え
る
事
が
よ
り

妥
当
で
あ
ろ
う
。



に
つ
い
て
、

こ
の
ζ

と
は
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
記
す
よ
う
な
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
大
司
教
が
決
定
し
た
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設

こ
の
こ
と
は
充
分
な

g
匂

F
E
E
S
が
そ
の
執
行
機
関
の
役
割
を
担
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

特
に
経
済
的
な
諮
問
題
に
つ
い
て
、

可
能
性
が
あ
る
。
第
二
に
、
彼
ら
が
逆
に
、
大
司
教
の
意
志
を
動
か
し
決
断
せ
し
め
る
事
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
ず
彼
ら
が

Y
O
B自
由
唱
に

し
、
叉
十
二
世
紀
末
以
後
、

よ
っ
て
大
司
教
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
乙
と
か
ら
、
当
然
「
助
言
」
（
n
o
s－
己
目
）
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
点
か
ら
可
能
で
あ
る

す
で
に
選
挙
の
段
階
で
、
彼
ら

司
教
選
挙
権
が
殆
ん
ど
ロ
即
日
V

－E
－
己
自
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

の
意
に
そ
う
人
物
が
選
出
さ
れ
得
る
と
云
う
点
か
ら
も
可
能
で
あ
る
。
第
三
に
、
カ
ペ

I
王
権
と
の
結
合
の
可
能
性
で
あ
る
。
司
教
、
大
司
教

ん
だ
時
期
に
、

と
カ
ぺ

l
王
家
と
の
結
合
は
別
に
論
ず
る
と
し
て
、
少
く
な
く
と
も
河
町
一
吉
凶
に
お
い
て
は
、

nEBHMお
口
白
伯
家
が
王
家
と
婚
姻
関
係
を
結

そ
れ
以
上
に
、
上
記
の
司
教
選

当
伯
家
の
出
身
者
が
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
g
M
M
F
E
E
S
を
左
右
し
た
事
は
す
で
に
述
べ
た
。

の
関
係
が
、
官
印

mrgp
を
通
じ
て
、

挙
権
の
独
占
が
、
司
教
た
る
も
の
は
先
ず
n
g
。
巴
門
戸
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
原
則
に
拡
張
さ
れ
や
す
い
点
ゃ
、
更
に
上
記

Z
B
B白
宮

個

々

の

g
ロ
o
E
n
E
と
王
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
可
能
性
も
亦
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

ぅ。

ζ
う
し
た
諸
々
の
推
定
か
ら
、

gHV－
E
－c
g
と
王
権
と
の
結
合
を
想
定
す
る
乙
と
も
可
能

で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

司
教
、
大
司
教
と
王
権
と
の
結
合
以
前
に
、

こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
考
察
は
、
何
れ
も
次
章
以
下
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

註

ω
の
日
同
H
H
旬
。
－
w
h
R
M
E
H
e尽き
GU同】・印印・

ω
、
例
え
ば

ω
R
Z－
也
、
・
門
誌
・
は
、
ほ
と
ん
ど
司
教
座
聖
堂
参
事
会
が
カ

テ
ド
ラ
ル
建
設
に
関
し
て
回
附
し
た
役
割
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
。

ω
以
下
本
章
に
お
い
て
は
、
H
N
m
－
B
曲
を
そ
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
研
究
が
、
充
分
に
進
ん
で
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
現
状
に
お
い
て
、
史
料
を
断
片
的
な
も
の
を
除
い
て
は
、

ゴ
テ
イ
ソ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

〈
由
H
g
u
b
3
P
e
n
h
b
弘
ミ
叫
誌
を
『
島
町
九
t
S
R
出
向
』
白
型
た
な
た
』
尚
昆
ミ
タ
S
E？

同町内M
誌

、

h

v
．rな
な
ha比

H
S
』

S
E
b
s
h
h
h
ミ
守

b
g役目ロマ
h
h吉
弘
注
目
九
I

H
裂
き
さ
を
ま
ミ
ミ
h
Sミ
h
h
N
h
a
h
h
－
F
H
由
同
H
N
W

］

U
R－
m
u
g
s
w

。ozontoロ
L
m
m
向
日
0
2
5
g
Z
E
E
－

z・
（
以
下
〈
白
H
Z
W
入
山
『
n
p－

a遺言
－

w
H
U
H
N
・
と
引
用
）
以
外
に
求
め
難
い
と
云
う
制
約
に
よ
る
。

ω
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
差
し
あ
た
り

b
主軸喜一言一弘、血、』志向百九『血

h
H
h
n
h
h
b
h昔
、
旨
弘
司
郎

qah助長．
8
H
S邑
SW

同－

M内ロ
w
n
o
－－
ω印
臼

tAHC印”

三
《
の
言
き
言
曲
面
》
宮
円
台
r・
。
開
何
回

Z
開
U

開
・
〉
自
由
自
己

八
七
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D
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a
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,
 
L
’Eglise

仰
向

，uvoi,
des 

laiques(BBB-1057), 

Histoi,e d
e
 l'Eglise 

publi
品e

sous la 
direction 

d
e
 
A
u
g
u
s
t
i
n
 

Fliche et 
Victor 

Martin, 
t. 

VII, 
Paris, 

1948, 
pp. 250-

264; 
A
u
g
.
 Fliche, 

R. Foreville, 
J. 
Rousset, 

D
u
 p,emie, 

concile 
d
u
 Lat,an a

 l'av
！制

n
帥
it

d
’Innoo側

t
III 

(
1
1
2
3
-
1
1
 

98), 
His.制，e

・
 

d
e
 
l'Eglise 

publ. 
par 

Fliche 
et 

Martin, 

t. 
IX, 

Paris, 
1948, 

pp.139-145 ;
 J. 
F. Lemarignier, 

Les 

institutio,
量s

eccles
加

tiqu
俗

側
France

d
e
 
la 

fin d
u
 X

• 
a
u
 

mili，側
d
u

X
II• siecle; J. 

G
a
u
d
e
m
e
t
,
 Les institut伽

i
s
ecclesias-

tiques 
e
n
 
France 

d
u
 milieu 

d
u
 

X
II• 

a
u
 
debut d

u
 X

IV
• 

siecle, 
d
a
n
s
 
Histoife 

des 
instituti01

熔
Jranfaises

仰
m
o
y
e
n

age, 
publiee sous 

la 
direction 

de 
F. L

o
t
 
et 

R. Fawtier, 

t. 
Ill, 

Institut
伽

s
ecclesiastiqi

倒
，

Paris,
1962, 

pp. 132-139, 

188-192; H
.
 E. Feine, 

Kifchliche Rechtsgeschichte, 
I. 
B
a
n
d
,
 

D
i
e
 K
a
t
，加

，lische
Kifche, 

W
e
i
m
a
r
,
 
1950, 

SS. 
166-169, 

313-

323, 
u. s. 

w
.
 

~
!1

 
p
r
a
e
b
e
n
d
a
 
!1 
（
＇
ユ
ド
~

E. 
Lesne, 

Les 

origines d
e
 la P,ebende, 

Revue histo,ique de droit, 
4• 

serie, 

t. 
VIII, 

1929, 
pp. 242-290. 

e
 Varin, 

Arch. 
admin., 

I, 
n
°
V
,
 
pp. 30-33, 

lndiculum 

Ebbonis, 
avant 8

3
3
?
 

D
e
 Ministris R

e
m
e
n
s
i
u
m
 (sic) 

ecclesiae, 
quos inordinate 

E
b
b
o
 
episcopus 

invenit, 
et 

per 
deprecationem 

eorum, 

inspirante 
Sancto Spiritu, 

haec dictavit. 

Praepositum decet cura interior 
ac 

exterior. 
Exterior 

in 

〆
〆、、

rebus et 
familia salvandis, 

atque s
e
c
u
n
d
u
m
 
D
e
u
m
 guber-

nandis, 
s
u
m
m
a
 c
u
m
 intentione, 

et pietate, 
et benivolentia. 

Ibi 
etiam consistit 

o
m
n
i
s
 nutriendi 

industria, 
cuncta profi-

cua 
ingenia 

laborandi 
in 

agris, 
in 

vineis, 
in 

silvis, 
in 

hortis, 
in 

diversis 
e
m
p
t
i
o
n
u
m
 generibus provide procuran-

dis, 
insuper et 

d
e
 
qualitate 

necessaria 
aedificiorum, 

sive 

quantitate. 
Interior 

vero sollicitudo 
ejus esse 

debere m
a
n
i
-

festum est 
dispensatio 

fratrum 
publica, 

honeste 
disposita 

in 
victu 

et 
potu, 

sive 
o
m
n
i
 subsidio corporali 

q
u
o
d
 adrni-

nistrat 
divina 

pietas, 
sive 

per 
studiurn 

laboris 
ejus, 

sive 

d
e
 eleemosynis fidelium, 

n
e
c
n
o
n
 et de d

o
n
o
 propriae 

pro-

curationis 
publicae. 

C
u
i
 n
o
n
 
m
i
n
o
r
 patet 

etiam alia 
dis-

pensatio necessaria 
in 

infirmis 
et 

senibus, 
pro 

diversate 

uniuscujusque 
necessitatis. 

Sequitur 
a
u
t
e
m
 hinc 

s
t
u
d
i
u
m
 

o
m
n
e
m
 o
r
n
a
t
u
m
 corporalem 

ac 
spiritalern 

continens frat-

r
u
m
 :

 corporalem p
r
i
m
u
m
 in 

clausura, 
inde in 

refectorio, 

et 
in 

dormitorio, 
in 

cellario, 
in 

coquina, 
sive 

in 
cunctis 

habitationibus 
necessariis, 

n
e
c
n
o
n
 
in 

vasculis 
o
m
n
i
b
u
s
:
 

spiritalem 
vero z

e
l
u
m
 talis 

minister verae religionis 
h
a
b
e
-

re 
debet 

sanctae 
conversationis 

nocte 
ac 

die 
canonicis 

partitis 
in 

horis; 
correctionem 

m
o
r
u
m
,
 
per 

gravitatem 

levitatis 
m
o
t
u
m
 
deprehendens 

:
 vaniloquium 

secretis 
in 

focis 
et 

horis 
suo rigore 

o
m
n
i
n
o
 depellens: 

o
m
n
i
s
 negli-

gentias o
m
n
i
u
m
 
publice 

deprehensas in 
capitulo o

m
n
i
u
m
 



fratrum 
judicio 

puniens 
his 

tribus 
modis, 

id 
est, 

aut 

carcere, 
aut 

separatione mensae, sive 
in 

o
m
n
i
u
m
 v
e
r
b
e
r
u
m
 

diversitate. 
C
u
j
u
s
 etiam

’prudentissima circumspectio 
deca 

nis 
sibi 

suppositis 
invigilare 

debet, 
n
e
 
u
n
u
s
 
q
u
i
d
e
m
,
 
a
 

m
a
x
i
m
o
 
usque 

a
d
 
m
i
n
i
m
u
m
,
 
absque 

ejus 
conscientia 

et 

licentia 
unius 

diei 
spatio 

n
e
q
u
a
q
u
a
m
 
a
b
 
officii 

sui 
loco 

desit. 

Archidiaconi 
officium 

est, 
gradus 

ecclesiasticos 
s
u
m
m
a
 

c
u
m
 providentia 

aetatum et 
m
e
r
i
t
o
r
u
m
 
ordinare :

 de
 
t
e
m
-

pore in 
t
e
m
p
o
r
e
 n
o
m
i
n
i
b
u
s
 
certis 

uniuscujusque 
officium 

d
e
 o

m
n
i
 
regione 

praefigere, 
subtiliterve 

merito 
probare, 

et 
gratiam Sancti 

Spiritus unicuique 
investigando ministra-

re 
:
 in 

o
m
n
i
b
u
s
 
divinis 

officiis 
sanctae 

D
e
i
 
ecclesiae 

fide]es 
ministros 

erudiendo et 
excolendo 

efficere 
:
 festivi

四

t
a
t
u
m
 o

m
n
i
u
m
 ac 

feriarum, 
n
e
c
n
o
n
 
totius 

anni 
officia 

in 

canticis 
et 

lectioni bus, 
n
o
n
 
sol u

m
 Ii 
tteraturam 

corrigere, 

sed 
spiritalem 

intelligentiam 
o
m
n
i
 clero 

in 
capitulo 

trade-

re, 
libertates 

liberorum c
u
m
 
testibus 

probare, 
alienorum 

s
e
r
v
o
r
u
m
 a

d
 gradus venire 

volentium exigere, 
potestatem 

etiam h
a
b
e
n
s
 
libertatem 

ecclesiastica 
propria 

d
e
 
familia 

facere, 
et 

alienis 
exigere. 

P
r
o
 neglecta 

lectione 
aut 

officio 

gradus sui 
a
 diacono 

usque a
d
 
i
n
f
i
m
u
m
 
e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
r
e
 :

 

etiam et 
juvenculos talibus pro excessibus 

verberibus 
arce-・ 

re :
 ve
r
b
u
m
 
etiam 

faciendi 
a
d
 
p
o
p
u
l
u
m
 
in 

diebus 
festis 

ーn
1ト

マ
ト
ミ
h
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者
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providere 
et 

facere :
 et 

sic 
o
m
n
i
a
 
per 

o
r
d
i
n
e
m
 
digne 

usque a
d
 consecrationem presbyteri 

studiosissima 
intentione 

verae 
religionis 

perducere :
 vinctorum etiam publicae 

(P,,←
 

blice ?) 
civitatis 

e
x
 carcere 

c
u
r
a
m
 in 

festivitatibus 
solem-

nibus D
o
m
i
n
i
 gerere, 

id 
est, 

in 
Natale 

D
o
m
i
n
i
,
 
in 

Epi-

phania, 
in 

initio 
Q
u
a
d
r
a
g
e
s
i
m
a
e
,
 
m
e
d
i
a
 
Quadragesima, 

in 
Palmis, 

in 
sabbato 

sancto, 
et 

in 
die 

sancto 
Paschae; 

similiter 
in 

Ascensione 
D
o
m
i
n
i
,
 
et 

in 
Pentecoste 

s
u
m
m
a
 

c
u
m
 diligentia 

eos excipere, 
et 

eis 
obsequia 

benignitatis 

corporalia 
spiritaliaque, 

e
x
 
divinis 

et 
h
u
m
a
n
i
s
 
beneficiis 

refectionem 
benedictionis 

parare. 

Chorepiscopi 
vero ministerium est, 

o
m
n
e
m
 sacerdotalem 

totius 
regionis 

sibi 
c
o
m
m
i
s
s
a
e
 
conversationem 

corrigere 

atque 
dirigere, 

id 
est, 

in 
conficiendis 

divinis 
sacramentis 

et 
baptisterio 

o
m
n
i
u
m
 intellectum 

aperiens excitare, 
p
o
p
u
-

!
u
m
 
regionis 

praedicare, 
confessiones 

exigere, 
poeniten-

t
i
a
m
 
c
u
m
 
discretione 

caute 
imponere, 

hospitalitatem 

sectari, 
infirmos 

visitando 
obsequia 

benignitatis et 
bene-

dictionis, 
et 

sanctae unctionis 
inferre :

 co
m
m
u
n
i
o
n
i
 sanctae 

dignos fieri 
populos 

assidua 
c
o
m
m
o
n
i
t
i
o
n
e
 exercere, 

m
o
r
-

tuos c
u
m
 c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
i
b
u
s
 
a
n
i
m
a
e
 et 

orationibus 
dignis 

obsequiis 
sepulturae 

venerabiliter 
tradere, 

pro vivis 
etiam 

ac 
defunctis 

totius 
Ecclesiae 

filiis 
rationabili 

assiduitate 

exorare. 
Insuper 

vero 
o
m
n
i
a
 
q
u
a
e
c
u
m
q
u
e
 
intra 

ecclesiam 

〈干ミ
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園
民
（
縫
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長
O

et 
extra 

ecclesiam, 
in 

claustro 
et 

in 
o
m
n
i
b
u
s
 
habitationi-

（：ロ）
canto, 

(chantre）
ば
さ
ま

ρ
rimiceri附

（
primicier）’

総
11

bus a
 m
a
x
i
m
o
 
usque 

a
d
 
m
i
n
i
m
u
m
 
q
u
e
m
c
u
m
q
u
e
 
viderit 

起
Q
お
態
。
M
令
誌
記
評
定
~
~
，
量
。

negligere, 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
ecclesiasticum 

correptionis 
m
o
d
u
m
 

(:;::) 
scolasticus 

(ecola
位
e
）
択

1f-._
:,_ 

II'\ミ
程

Ill同
~
＊
＇
~
迫
~
凶
糾

s
e
m
p
e
r
 corripiat, 

et 
o
m
n
e
m
 v
e
r
a
m
 
religionem, 

prior ipse 
お
G
~
婚
。
都
墨
Q
忠
告
’
締
懐
~
~
乾
’

lt'G
迫
。

faciendo, 
o
m
n
e
s
 facere 

doceat. 
E
t
 h
u
n
c
 
m
o
d
u
m
 n
e
q
u
a
q
u
-

(.::;) 
cancellarius 

(chancelier）
’
似
肺
Q
鰍
！
と
’

~1Jh0
E
鯛
Q

a
m
,
 
nisi 

praecipiente 
episcopo, 

d
e
 
causis 

subsequentibus 
E量
殺
。

excedat 
d
e
 o
m
n
i
 jure consecrationis. 

（
吋

camerarius
(chambrier）’

P
くさ：！

thesaur，副
総
（
tr
色
orier)

E
p
i
s
c
o
p
u
m
 vero civitatis 

propriae disponere 
oportet 

d
e
 

q
本
副
知
。

consecratione, 
d
e
 confirmatione, 

d
e
 
reconciliatione, 

et 
de 

(";;'.) 
sacrista 

(sacristain）
ぱ
笠

α
tSt<X加

（
gardiens）

’
節
目
き
紐

publico 
indicendo 

jejunio, 
aut 

aliud 
publici 

juris 
pro 

認
知
。

tempore digno D
e
o
 debito. 

Cujus officii 
s
u
m
m
a
 specula-

否
斗
Q
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;3）粉＇.！！’
iiiiIIE:似

~
-1±-
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subtilissime providendo insistat 

quali-
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日
制
髄
。

Cf.
A
m
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n
 et 

D
u
m
a
s
,
 
op. 

cit. 
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ter 
o
m
n
i
u
m
 officia 

studiosissime 
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u
b
e
r
n
a
n
d
o
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d
 
p
o
r
t
u
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a
u
d
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m
e
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cit. 
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siastique, 

t. 
XII, 

v
。
《
Chartres";t>,

par Y
.
 Delaporte, 

col. 
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ngE凹
HEgu
－－；：》

U《
C
H
Z
s
g
a
o巳
r
g
ロ
g
E
m
w
《吉田田町》内
H
E

n－E
曲
H
E
B－－ロ

n
E
S
S
Z
Z
Bロ
9
・
・
・
・
》
註
帥
参
照
。

ω
〈
阻
止
ロ
w
b『
h
p・
主
主
R
－
F

ロ
o
u白
凶
〈
戸
署
－

NNU』
NN由
・
こ

の
《
Y
E
S
E
E
S
M
V
は
、
新
た
に
選
出
さ
れ
た
大
司
教
が
、
同
州
包
自
国
に

入
っ
て
大
司
毅
位
を
取
得
せ
ん
と
す
る
際
に
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
対

し
て
替
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
文
、
約
二
十
項
の
特
権
条
項
、
新
大
司

教
の
答
（
円
g
匂
O
B
E）
か
ら
な
る
こ
の
饗
約
は
、
酔
no－E
B
に
よ
り
新
大
司

教
に
対
し
て
よ
み
上
げ
ら
れ
、
つ
い
で
大
司
教
が
答
を
読
み
上
げ
る
c
そ

の
答
は
次
の
通
り
で
あ
る

Q
・
自
由
）
。
「
問
自
由
自
国
ノ
司
教
ニ
翠
別
サ
レ
タ
ル

我
：
：
名
：
：
ハ
汝
ラ
ノ
慣
習
タ
ル
コ
ノ
山
富
自
己
ロ
伊
丹
白
血
ヲ
当
聖
処
女
マ

リ
ア
ノ
祭
壇
ニ
オ
キ
、
サ
サ
ゲ
、
引
ワ
タ
シ
、
且
コ
レ
ヲ
、
我
が
生
ク
ル

限
リ
、
神
モ
御
照
覧
ア
レ
、
侍
立
セ
ル
証
人
ノ
下
ニ
、
善
意
ヲ
モ
ツ
テ
遵

守
セ
ン
コ
ト
ヲ
約
シ
、
旦
響
ウ
。
カ
ク
神
我
ヲ
助
ケ
タ
マ
イ
、
コ
レ
ヲ
聖

福
音
書
ニ
ヨ
リ
〔
審
ウ
〕
。
」

こ
の
同
O
E
E
F
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
は
、
用
語
・
文
体
と
共
に
、
特

権
或
は
慣
習
｜
｜
特
に
法
廷
決
闘
（
註
帥
参
照
）
｜
ー
か
ら
十
二
世
紀
以
前

と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
も
条
項
中
に
「
大
司
教
の
め
ミ
曲
目
回
（
＋
忌
酌
吋
）
ト

汝
ラ
ノ
先
任
者
カ
ラ
受
ケ
タ
ゲ
g
a－n古
田
ヲ

8
5
U
O
B
E
Tこ
（
己
昨

日ロ

n
g但
U
O
B
Sご
M
g丸山
n
E
S
S
E
O仏
国
の
叩
ミ
白
色
。
同
H
n
E
S目白
no目MOU

E
－u
s
ι
2
2
8ユ
σ
g
s阻
ま
回
曲
目
n
S即日
g
）
と
い
う
言
及
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら

Q
R－
a
T
喝－
M
N
S

一
O
六
八
年
頃
と
決
定
さ
れ
た

Q
R－

a
F
・匂－

NNUWHM・
M・）。

帥
の
白
ロ
島
町
g
m
F
e・町民同－
w
沼
Y
H
S
I
S
M－

帥
〈
雪
山
口
w
h
a－
急
・
・
匂
－

N訟日

CH
由民
M
B
E
E
Z
E冊
目
白
匝
ロ
曲
目
。
回
ロ
g
p
o
E
g
g
s
－
ロ
同
同
白
色
曲
ロ
回
R
C
5・

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

2

2田町ロ
i
g
s
Eロ
去

wd諸国内回目ロ品目”

m
E
n
o
s
g
E
g門町－
F
四円担
g

－F
S
E
E
S－同－
umGE叩ロ－－
E
m
宮門師
Oロ叩

noロ
可
白
色
宮
山
Oロ
o
r田
σ
Z
E
T

a
m－
F
r
宮

O色
白
Z
F
田町
G
E
n
s
p
ロ
ユ
一
自
由
ロ
回
目
。
丘
一
宮
O円ご
E
F
l

g
H
F
F
4
0－
o神戸田
g
乱
回
目
品
目
toρ
ロ但－
5
2
2
n
n匝ロ明田

o
z
p
目－
5
6
0島

内
宮
山
口
吉
田

Z
nロロ
R
F
E
広
島
市
吉
田
a
n
z
z
s
g
z
胃
4
8
E・

8
5
3
2
g
a
g
m
n
g
o巳
8
2
5
曲
r
S
S
E－－回

n
O
R
B
－a
－o
s

r”ゲ叩田神戸肖・

C
同
古
包
囲
ロ
回
目
o
E
r
g
ロ
O帥可
2
・

ρ口
問
師
向
凶
可
曲

n
g
E巳
E
B
W
z

n
Z
F
g
s
r田ゲ冊目
E
W
E
S
S
Z
吉田
g
F
O
E－】
g
m帽
ヨ
芯
2
2
5
ロ
O回同
l

同
O
B
S－
凹
E

Z
曲
目
。
岳
山
田
ロ
O忠
弘

P
E
M－－但同市品目
V
E
0
8ロ
司
自
回
目
。

宮内】叩叩岡山岡田
HRU
ロ
O口
三
ロ
r
ロ
Oロ
担
ロ
ロ
0
5
5
0
5
5
p
ロ
ロ
ロ
吉
宮

γ

g
R
V
U
M
V－2
－
F
ロ
O回世－
FnZ』

cm
吋冊目宮内同
m
m岡山間曲吉岡

O
E
Z
E
Fロヨ・

「
我
々
ハ
ロ
－
g
m可
Z
S
ノ
内
ナ
ル
百
個
ロ
回
目
。
ロ

g
ノ
山
由
自
己
ロ
定
窃

ト
、
ソ
レ
ラ
ヲ
相
互
ニ
与
ェ
、
売
リ
、
或
ハ
交
換
ス
ル
自
由
ナ
権
限

2
r
o
s
－－
n
g
E）
ト
ヲ
、
何
人
〔
ニ
ヨ
ル
〕
何
ラ
ノ
反
対
ナ
シ
ニ
有
ス

ル
コ
ト
。
シ
カ
シ
テ
若
シ
ソ
コ
ニ
、
万
一
何
ラ
カ
ノ
場
合
、
何
ラ
カ
ノ
犯

罪
が
犯
サ
レ
、
或
ハ
マ
タ
若
シ
モ
何
ラ
カ
ノ
原
因
デ
何
カ
ノ
叛
乱
が
起

リ
、
何
ラ
カ
ノ
軽
犯
罪
が
生
ク
タ
場
合
ニ
ハ
、
ソ
ノ
際
ノ
裁
判
権
ハ

官
8
0回
目
宮
田
ノ
手
ニ
、
叉

n
g
o包
巳
ノ
何
人
カ
ノ
〔
手
－
己
、
何
ラ
ノ

反
対
モ
ナ
ク
保
持
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
。

n－s
a
E
B
外
ノ

n王
宮
田
内
ニ
ア
ル
我
々
ノ
住
居
ニ
オ
イ
テ
、
更
ニ

我
々
ノ
利
用
ス
ル
住
居
内
ニ
オ
イ
テ
、
ハ
タ
叉
我
々
ノ
所
有
地
内
ニ
オ
イ

テ
（
吉
弘
o
E田
口
g
E曲
）
、
何
等
ノ
課
税
モ
貢
納
モ
、
ソ
コ
カ
ラ
強
請

九
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G
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（
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中
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’
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ミ

n
ム
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明
言
総
額

11
m
ト
ホ
印
章
主
寝
＼
民
総
五
,;'111

m
ト
ト

W
’
続

,Je
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，
詩
議
案
士
活
忠
I
11 
m
"
 Iト
ψ
’
ミ
里
＼
主
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.t[
ホ
ミ

ψ
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m
ト
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中
P

下
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 -R 11'¥R雪
組
恥
怨
l!m

'f'
ふ
ミ
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ム
ト
ふ
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宰
Varin, 

loc. 
cit., 

p. 2
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:

 U
t
 majori 

preposito 
sit 

libera 

facultas, 
e
x
 
consilio 

c
a
n
o
n
i
c
o
r
u
m
,
 
c
o
m
m
i
t
t
e
n
d
i
 
preposi-

turas 
et 

cuncta 
beneficia 

servientium, 
t
a
m
 
clericorum 

q
u
a
m
 laicorum, 

q
u
e
 a

d
 n
o
s
t
r
a
m
 
pertinent 

c
o
m
m
u
n
i
t
a
t
e
m
.
 

「
m
a
j
o
r

prepositus 
(
'
 
canonici 

＼
番
前
日

11
中ム’

κ
＂＂
11''

p'repositura 
lf¥
’
 肘
（
！
若々

＼
c
o
m
m
u
n
i
t
a
s
 

1t 
＼さ
JI;

K
ミ’

副
主
主
陸

beneficia 
,

 ~I!l2
恥
’

主
主
ギ
中
ト
但
恒

4、製組！］＼
l宇
代
え

n
ム。」

雲
Varin,

loc. 
cit. 

,
 p. 2

2
7
 
:

 

U
t
 altaria 

q
u
e
 
in 

c
o
m
m
u
n
i
 
o
b
t
i
n
e
m
u
s
 
a
b
q
u
e
 
personis, 

in 
providentia 

prepositi 
h
a
b
e
a
n
t
u
r
;
 n
e
e
 in 

eis, 
seu 

in 
hiis 

q
u
e
 privatim possidemus, 

d
i
v
i
n
u
m
 
interclicatur 

officium, 

nisi 
synodali 

et 
c
a
n
o
n
i
c
o
r
u
m
 consentiente 

decreto. 

「d若々
決
禦
，

t-<11¥lP-,!"l¥
犬
n
ム
ネ
糸
状
朗

II
書
量
殺
代
ミ
耳
目
到
〈
’

prepositus 
，
糧
事
国
，

f'--1tl韮
砕

'f'
ふ
ミ

n
ム
。

n
斗

If\
〔
~
潤
〕

11
村

、寸
11'

（
’
慌
〈
骨
若々

〔
＼
常
若
干

1〕
：
示
厚
－
＜
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庄
J!ll!

代
考
中
ヘ
，

1fマ
ヤ
11'

ψ
’
幸
福
凶
亡
例
H
語
語
~
(

 canonici 
ヘ鰹！］＼

(
 Iト

JP-,/"l\11'\
ふ
~
ミ

11
ト

If\

b
斗
て

F
〔
味
良
＇
i1'
ヘ
〕
定
＼
高
ii総

〔
＼
採
し
と
〕
〈
調
目
-::I

中
If¥
会。」

雲
Varin,

loc. 
cit., 

pp. 2
2
7
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:
 U
t
 
in 

possessionibus 
et 

villis 
sancte 

Marie, 
et 

nostris 
etiam, 

et 
in 

terris 
q
u
e
 

nostre 
ditionis 

sunt 
infra 

u
r
b
e
m
 
et 

infra 
bannileugam, 

ば
11

videlicet 
et 

in 
A
u
s
o
n
n
o
,
 
in 

T
e
n
d
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テ
ハ
、
ス
ベ
テ
ノ
権
利
ト
ス
ベ
テ
ノ
方
法
ニ
ヨ
ル
ス
ベ
テ

ノ
収
益
ガ
、
ソ
レ
ガ
何
デ
ア
ロ
ウ
ト
モ
、
〈
同
－
F
回

moem日0
巳
凹
ノ

吉
岡
山
田
品
目
立
山
口
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
。
但
シ
彼
（

g
s
g）
自
ラ
ガ
ソ

コ
ニ
滞
在
ス
ル
際
ニ
ハ
宿
泊
権

R
U
E
S－
mロ
冊
）
ヲ
〔
有
シ
〕
得
ル
コ

ト
、
或
ハ
年
一
度
ソ
ノ
部
分
毎
回
一
ソ
レ
ラ
（
軍
馬
？
）
ヲ
戦
場
ニ
出
シ
得

ル
コ
ト
ヲ
除
ク
。
叉
ソ
ノ
ス
ベ
テ
ガ

S
E
E
n－
ノ
所
有
デ
ア
ル
ト
認
メ

ラ
レ
タ
ル

ω宮
間

E
品目
nE巳
ト
呼
バ
レ
ル
ー
ロ
担
ヲ
除
ク
。
一
見
回
一
次
ノ

コ
ト
ハ

n
o
g
g
ト

n
g
oロ
E
ト
ノ
〔
共
痛
事
項
〕
デ
ア
ル
事
ヲ
承
認

ス
ル
。
即
チ
当
該
峡
谷
（
S
－－
g
）
ニ
オ
イ
テ
ハ
、

B
Z
Z
R
E
g
ガ
自

由
ニ
軍
馬
ノ
法
ヲ
施
行
シ
、
且
彼
ガ
ソ
ノ
収
入
ト
収
益
ヲ
共
通
ニ
集
メ
、

且
軍
馬
ニ
ツ
イ
テ
分
割
ス
ル
コ
ト
ヲ
。
更
－
一
次
ノ
事
ヲ
承
認
シ
且
定
メ

ル
。
〔
即
チ
〕
彼
自
身
モ
、
ソ
ノ
後
継
者
ノ
議
モ
、
上
記
峡
谷
ニ
所
有
ス

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ル
モ
ノ
ヲ
、
与
ェ
、
売
リ
、
交
換
シ
、
入
質
ヲ
強
請
シ
、
或
ハ
何
ラ
カ
ノ

方
法
デ
手
パ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
ナ
シ
得
ヌ
コ
ト
ヲ
。
更
ニ
同
様
－
一
次
ノ
コ
ト
ヲ

承
認
ス
ル
。
即
チ
〉
N
O
ロ
白
河
ニ
ソ
ツ
タ
ロ
叩
ニ
オ
イ
テ
、
上
記
教
会

ハ
ス
ベ
テ
ノ
吉
田
昨
日

n
g
ト
沙
門
戸
田
町
田
2
5
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
有
ス
ル
。
但
シ

n
o
g
g
ト
ソ
ノ
後
継
者
ノ
モ
ノ
タ
ル
謀
殺
ト
誘
拐
ト
ヲ
除
ク
。
シ
カ
シ

テ一『。
z
g
g
ノ
地
ニ
オ
イ
テ
ハ
、
会

Y
m
z
n
U
ガ
上
記

n曲
目
。
巳
巳
ノ

〔
モ
ノ
〕
タ
ル
ヲ
承
認
ス
ル
。
〔
但
シ
〕
犠
盗
ハ
コ
レ
ヲ
、
彼
（
g
g
g）

及
ピ
ソ
ノ
下
役
ニ
、
ソ
ノ
マ
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ワ
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匡
組
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口
会
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ν
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presens esset, 
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s
e
m
e
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in 

anno, 
si 

forte 
per 
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ど

穏
や

嶋
崎
0

＋－！
梢
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例

canonici
G

，苦
GI韮

W/H
ノ
キ
宅
時

v
i
l
l
a
~
笠

illas 
mitteret 

eos 
in 

expeditionem, 
et 

excepta 
villa 

q
u
e
 

terra 
.
，
；
；
’
終
案
慰
さ
れ
♀
＂
＇
容
。
辻
堂
川

t
B
G
I

十
時

P
’

Pくいで
ν

G

dicitur 
Singaudicurt, 

q
u
a
m
 t
o
t
a
m
 esse 

p
r
o
p
r
i
a
m
 
canoni-

菰
命
日
斗
尊
重
総
穿
撃
さ
！

c
o
m
e
s
 
土よ
gJs
随
初
£
ド
ユ
時
。
ま
さ
（
＇

ν
 ,J，言。

c
o
r
u
m
 recognovit. 

Preterea 
comitis et 

c
a
n
o
n
i
c
o
r
u
m
 est, 

ut 
ゐ

p
r
a
e
b
e
n
d
a
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S
側
臥
悩
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recognovi t, 
ministerial es 

in 
e
a
d
e
m
 
valle 

Ii here et 
e
q
u
a
 

W
吋＜｛＼

~l(l
....）＇回以内，

G
 t!lst

宇
側
当
’

c
o
m
e
s
 
Q
モヨ
3量
制
千
ノ
嶋

l{ljq

lege 
ponere, 

qui 
redditus 

suos 
et 

proventus 
c
o
m
m
u
n
i
t
e
r
 

：会部
11
吋
J
会（＇

+-! 
fノ

崎
将

小
0

colligant, 
et 

e
x
 e
q
u
o
 
dividant. 

R
e
c
o
g
n
o
v
i
t
 e
t
i
a
m
 et 

c
o
n －

塞
Varin,

Arch. 
admin. ,

 I, 
pp. 420-422, 

n。
C
C
X
C
I
I
.

cessit 
q
u
o
d
 n
e
q
u
e
 
ipse, 

n
e
q
u
e
 
h
e
r
e
d
u
m
 
s
u
o
r
u
m
 
aliquis, 

A
n
n
.
 
1192. 

C
a
r
t
a
 q
u
a
 W
i
l
l
e
l
m
u
s
 remensis 

archiepiscopus 

potest 
dare, 

vel 
vendere, 

aut 
permutare, 

seu 
pignori 

vallem 
Rodigionis, 

et 
plura 

alia 
confert capitulo 

remensi. 

obligari 
(s的

，
aut

u
l
l
o
m
吋

o
extra 

m
a
n
u
m
 
s
u
a
m
 
mittere, 

W
i
l
l
e
l
m
u
s
 
D
e
i
 
gratia 

R
e
m
o
r
u
m
 
archiepiscopus 

sancte 

q
u
e
 h
a
b
e
t
 in 

predicta 
valle. 

Preterea 
nichilominus recog-

r
o
m
a
n
e
 ecclesie, 

etc. ,
 etc. 

Noverint 
t
a
m
 
presentes 

q
u
a
m
 

novit 
q
u
o
d
 a
p
u
d
 Cis super A

z
o
n
a
m
,
 
dicta 

ecclesia 
terci-

futuri, 
q
u
o
d
 n
o
s
 statum ecclesie 

remensis 
peramplius a

u
g
-

a
m
 p
a
r
t
e
m
 o

m
n
i
u
m
 justiciarum 

et 
forisfactorum. 

In 
terra 

m
e
n
t
a
r
e
 
cupientes, 

redditus 
d
e
 
Valle 

Rodigionis 
prius 

vero 
sua 

d
e
 
Joiaco, 

t
o
t
a
m
 
justiciam 

ptedictis 
canonicis 

a
d
 u

s
u
m
 
prepositure 

remensis 
deputatos, 

c
o
m
m
u
n
i
 volun-

recognovit, 
excepto 

q
u
o
d
 latronem ei 

et 
servientibus 

ejus 
tate 

totius 
capituli 

et 
assensu, 

capituloque 
a
d
 h
o
c
 s
o
l
e
m
p
-

n
u
d
u
m
 pro justicia 

facienda 
reddere 

debent. 
H
e
e
 
siqui-

niter 
convocato, 

e
i
d
e
m
 remensi 

ecclesie 
liberaliter

〔
red-

d
e
m
 o
m
n
i
a
 ecclesie 

remensis 
(sic) 

et 
canonicis 

suis 
sicut 

d
i
m
u
s
 et〕

contulimus.
〔
C
o
n
t
u
l
i
m
u
s
etiam ？〕

altare
d
e
 G
a
r
-

scripta 
sunt, 

perpetua p
a
c
e
 possidenda concessit. 

In 
hujus 

mereivilla 
c
u
m
 o
m
n
i
 
censu 

quern 
ibi 

h
a
b
e
b
a
m
u
s
,
 
altare 

rei, 
etc. ,

 etc. 
D
a
t
a
 per m

a
n
u
m
 L
a
m
b
i
n
i
 cancellarii nostri, 

etiam d
e
 Villa Tardani, 

q
u
e
 
canonici 

remensis 
ecclesie, 

a
b
 incarnatione 

D
o
m
i
n
i
 a
n
n
o
 M
。
c
o

L
X
X
X
0
 IIII0. 

Philippus 
vicedominus, 

Fulco, 
et 

L
e
o
 
in 

m
a
n
u
 
nostra 

＃
令
｛
仰
込

l?-Q!l
....）
νュ，

{l-',l>l"'!l
Valles 

Rodigionis
当
以
前
、

resignaverunt; capitulum vero predicta 
altaria eis 

concessit, 

照
心
主
主
均
十
時
五
ゾ
夜
、
と
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lo'
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犯
艇
は
ま
転
寝
今
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-
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諮
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時

sicut 
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h
a
b
u
e
r
a
n
t
 q

u
o
a
d
 vixerint, 

s
u
b
 trecensu 

d
u
o
r
u
m
 

!{lo 
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ν
’
利
悩
緋
笠
岡
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お
艇
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4
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*' 
G
組
終
斗

c
o
m
e
s

solidorum 
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ita 

q
u
o
d
 post 

e
o
r
u
m
 



o
b
i
t
u
m
 libere 

a
d
 ecclesiam 

revertentur. 
Preterea 

d
e
d
i
m
u
s
 

eis 
d
e
c
i
m
a
m
 d
e
 Juvigniaco, 

et 
quicquid 

i
b
i
d
e
m
 
thesaura-

rius 
remensis habebant, 

et 
d
e
c
i
m
a
m
 
d
e
 
Almericurte 

q
u
e
 

antea 
a
d
 thesaurariam remertsem pertinebant; 

et 
in r

e
c
o
m
-

pensatione 
N
o
v
e
 
Ville 

site 
juxta 

C
u
l
m
i
s
i
a
c
u
m
,
 

c
u
m
 

vivario 
et 

molendino, 
q
u
e
 in 

m
a
n
u
 
nostra 

detinuimus, 
et 

q
u
e
 
prius 

fuerant 
thesaurarie, 

stallos 
sepedicte 

ecclesie 

assignavimus 
in 

foro 
a
d
 
estimationem d

e
c
e
m
 librarum 

censualium; 
et 

etiam 
quicquid 

thesaurarius 
h
a
b
e
b
a
t
 a
p
u
d
 

S. 
S
t
e
p
h
a
n
u
m
 
super 

S
o
p
i
a
m
,
 
et 

m
e
d
i
e
t
a
t
e
m
 
altarium 

d
e
 

Bachelon, 
et 

d
e
 
S. L

u
p
o
;
 
et 

d
e
 
his 

o
m
n
i
b
u
s
 
predictis, 

B. 
(
B
a
l
d
u
i
n
u
m
)
 
prepositum, 

n
o
m
i
n
e
 
ecclesie, 

investivi-

m
u
s
 .... 

Predicti 
vero 

canonici 
t
a
m
 
magnifici 

beneficii 
n
o
n
 

i
m
m
e
m
o
r
e
s
,
 
nee 

ingrati, 
nobis et 

o
m
n
i
b
u
s
 
successoribus 

nostris 
concesserunt 

d
o
n
a
t
i
o
n
e
m
 
prepositure 

et 
prepositi 

institutionem 
in 

p
e
r
p
e
t
u
u
m
 h
a
b
e
n
d
a
m
,
 
approbante univer-

so 
capitulo 

et 
assentiente, 

et 
a
d
 h
o
c
 convocato. 

N
o
s
 vero 

loco 
r
e
d
d
i
t
u
u
m
 prepositure 

prius 
assignatorum, 

B. 
prepo-

sito 
et 

o
m
n
i
b
u
s
 successoribus suis 

prepositis, 
in p

e
r
p
e
t
u
u
m
 

o
b
t
i
n
e
n
d
u
m
 
assignavimus 

et 
contulimus 

quicquid 
prius 

habuit thesaurarius remensis a
p
u
d
 M
o
n
t
i
n
i
a
c
u
m
,
 Bethenei-

u
m
 et 

a
p
u
d
 
Villeir 

A
s
n
o
r
u
m
,
 
exceptis 

redditibus 
vini 

e
j
u
s
d
e
m
 
ville, 

scilicet 
Villeir 

A
s
n
o
r
u
m
,
 
quos 

in 
m
a
n
u
 

'n 
lト
ヤ
れ
＂
＂
何
者
王
様
官
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nostra 
et 

dispositione 
retinuimus. 

V
a
c
a
n
t
e
 a
u
t
e
m
 preposi-

tura, 
redditus 

prepositure 
capitulum percipiet. 

Q
u
i
c
u
m
q
u
e
 

vero pro 
t
e
m
p
o
r
e
 
erit 

prepositus, 
prompti

鉛
i
m
a

hominii 

exhibitione 
archiepiscopo 

facta, 
sicut 

et 
alii 

personatus 

faciunt, 
capitulo 

jurabit 
fidelitatem, 

et 
se 

m
a
n
s
i
o
n
a
r
i
u
m
 

esse 
in 

ci vi late, 
et 

fideli ter 
observaturum 

quicquid con ti-

netur 
in 

carta 
nostra 

q
u
a
m
 
penes 

s
巴

h
a
bet 

prescri pta 

remensis 
ecclesia 

sigillatam 
d
e
 
prepositura, 

eo 
excepto 

q
u
o
d
 
de 

Valle 
Rodigionis 

ibi 
continetur, 

quia 
earn 

d
e
 

cetero 
nulli 

preposito 
licebit 

reclamare. 
H
e
e
 
o
m
n
i
a
 
facta 

sunt vacante thesauraria. 
U
t
 a
u
t
e
m
 
ordinatio 

hec et 
status 

iste 
p
e
r
p
e
t
u
a
m
 
obtineant 

firmitatem, 
nos, 

c
u
m
 
o
m
n
i
b
u
s
 

presbiteris 
tune canonicis, 

e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
v
i
m
u
s
 o
m
n
e
s
 illos 

qui 
h
u
n
c
 statum 

t
a
m
 sollempniter 

factum 
immutarent.
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Carta 
d
e
 

institutione 
prepositi 

ecclesiae 
remensis, 

archiepiscopo 
a

 canonicis 
concessa. 

Balduinus 
prepositus, 

Radulfus 
decanus, 

et 
T
h
o
m
a
s
 

cantor, 
ceterique 

remensis 
ecclesie 

fratres, 
o
m
n
i
b
u
s
 
a
d
 

quos 
iste 

littere 
pervenerint, 

salutem 
in 

vero 
saltuari. 

Noverint 
t
a
m
 
presentes 

q
u
a
m
 
futuri, 

q
u
o
d
 
veneral

》ilis

pater 
noster W

i
l
l
e
r
m
u
s
 R

e
m
o
r
u
m
 archiepiscopus, 

attendens 
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LES CATHEDRALES GOTHIQUES CLASSIQUES 
AU XIIIe SIECLE ET LEUR FOND SOCIAL 
--Les cathedrales de Chartres, de Reims 

et d' Amiens --

(Deuxieme partie) 

Hiroshi MORI 
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"La construction d'une cathedrale ne peut se comprendre si l'on 

ignore le role de premier plan accompli le chapitre. ,. Cette opinion de 

M. Gimpel exposee clans son ouvrage intitule " Les batisseurs de 

cathedrales" doit etre soigneusement retenue en examinant les 

caracteristiques essentielles de cette communaute des chanoines, le 

chapitre. 

Les regles de Chrodegang, l'eveque de. Metz, et d'Aix-la-Chapelle 

(816), que l'Jndiculum d'Ebbon adapta au chapitre de Reims, con

stituerent pour les chanoines la vie commune clans le cloitre et le 

devoir d'assurer la pratique reguliere des messes et des offices divins. 

Le chapitre etait d'abord alimente par la mensa canonica, la partie 

des biens ecclesiastiques, qui s'est de plus en plus transformee en 

prebendes individuelles, l'honor. 
Le chapitre de Reims avait ete administre par l'archiqiacre, de 

fac;on spirituelle, et aussi par le prevot, de fac;on temporelle. Le 

serment (jusjurandum), que les archeveques etaient obliges de preter 

a leur entree clans la cite, nous porte a croire que le chapitre est a la 

fin du XI• sie:!cle devenu un corps autonome, une puissance rivale de 

l'archeveque, et que l'autorite presque absolue du prevot administrant 

le chapitre etait alors etablie. 

Cependant, cette autorite du prevot a ete remarquablement amoindrie 

par Guillaume, l'archeveque issu de la famille comtale champenoise, 

oncle de Philippe-Auguste. L'archeveque a confisque presque tous 

les droits et possessions de la prevote, et ne lui a laisse que le droit 

nominal, de presider au chapitre. Il a, en meme temps, oblige le 

prevot, et aussi les autres dignitaires capitulaires, de preter l'hom

mage et fidelite a l'arche.veque et au chapitre. Le rapport feodal qui 

impose au chapitre son obeissance stricte vis a vis de l'archeveque a 

ete ainsi etabli. 

Nous pourrions done conclure que le chapitre ne pouvait pas jouir, 

au moins au debut du XIII• siecle, un role de premier plan en pro

jetant la construction de la cathedrale, mais que ce fut peut-etre lui, 

qui, dirige par l'archeveque, a veille a l'accomplissement de la const-




